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＜介護療養病床の今後について＞

【転換期限の延期について】

介護療養病床については、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）に基づき、平成２３年度末までに介護老人保健施設等へ転換することとしていま

した。しかし、転換が進んでいない実態を踏まえ、平成２３年度に成立した介護サービ

スの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７２号）

において、転換期限を平成２９年度末まで６年間延長したところです。

【法律上の位置付けについて】

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２

、『 （ 「 」 。）第１項において 改正前の介護保険法 以下この条において 旧介護保険法 という

第４８条第１項第３号の指定を受けている旧介護保険法第８条第２６項に規定する介護

療養型医療施設については、…（中略）…旧介護保険法の規定…（中略）…は、平成３

０年３月３１日までの間、なおその効力を有する 』として、介護療養型医療施設とし。

て従前の指定を受けていた場合、本体部分の更新と（介護予防）短期入所療養介護のみ

なし指定に関しても旧介護保険法の規定に基づき、平成３０年３月３１日までの間は効

力が残るとされています。

【申請届出等について】

（新規指定）

上記のとおり、従前の指定を受けていた場合は、旧介護保険法の規定に基づき、平成

３０年３月３１日までの間は効力が残るとされているものであり、平成２４年４月１日

以降は指定介護療養型医療施設の新規指定はありません。

（指定更新）

平成３０年３月３１日までの間に指定有効期間満了日を迎える指定介護療養型医療施

設で、引き続き平成３０年３月３１日まで事業を行う事業者については、指定更新申請

を行う必要があります。

（指定辞退）

指定介護療養型医療施設で事業を行わない事業者は、指定を辞退しなければなりませ

ん。指定を辞退する場合は、１月以上の予告期間を設けて指定辞退申出書を提出するこ

ととなっています。
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（指定介護療養型医療施設の指定辞退後、短期入所療養介護等を行う場合）

既述のとおり、従前の指定を受けていた場合は、旧介護保険法第７２条の規定に基づ

き （介護予防）短期入所療養介護のみなし指定に関しても平成３０年３月３１日まで、

、 、の間効力が残るとされていますが 指定介護療養型医療施設の指定辞退を行った場合は

その効力を失うので、引き続き（介護予防）短期入所療養介護を行う場合、改めて（介

護予防）短期入所療養介護の新法による新規の指定を受けなければなりません。

【転換先について】

①介護老人保健施設

転換先としてまず考えられるのが介護老人保健施設です。医療必要度が高い利用者

を受け入れる介護療養型老人保健施設、介護老人保健施設、いずれへの転換も可能で

す。

居室定員は４床以下です。多床室、従来型個室、ユニット型個室等があり、多床室

． （ ． ）、 ． 。は８ ０㎡以上 転換の場合は６ ４㎡以上でも可 個室は１０ ６５㎡以上です

定員の５０％を限度として特別な居室に係る室料差額を徴収することができます。

②有料老人ホーム

医療法人の附帯業務の見直しにより平成１９年４月から有料老人ホームの設置が可

能となりました。一般型特定施設、外部サービス利用型特定施設、住宅型有料老人ホ

、 。 、ーム 健康型有料老人ホームの４つに分類されます 一般型特定施設は施設系ですが

それ以外は住宅系です。居室は原則個室で１３㎡以上です。

③サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、６０歳以上の者又は６０歳未満で

要介護・要支援認定を受けている高齢者（含む配偶者等）を賃借人とする住宅です。

医療法人の附帯業務の見直しにより設置が可能となりました。状況把握サービスと生

活相談サービス等を提供することが義務付けられており、介護が必要な場合は居宅サ

ービスを活用します。

サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームの定義に該当する者について

は、特定施設入居者生活介護事業者の指定を受け、特定施設として運営することも可

能です。各戸の床面積は原則２５㎡以上（共同型の場合は１８㎡ 以上）で、バリア

フリー構造が求められています。融資は住宅金融支援機構が行います。
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④認知症対応型共同生活介護事業所（認知症高齢者グループホーム）

認知症高齢者を対象に、家庭的で小規模な環境のもと、共同生活を営むものです。

医療法人による運営が可能です。１ユニットの入所定員は５人以上９人以下で、３ユ

ニット以下（都市部のみ、それ以外は２ユニットまで 、原則個室、居室の床面積は）

７．４３㎡以上です。

⑤特別養護老人ホーム

運営主体は地方公共団体、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社及び厚

生連に限られます。転換する場合には、廊下幅、食堂、機能訓練室について介護老人

保健施設への転換と同様の緩和策が講じられています。居室定員は４床以下、定員１

人当たりの居室面積は１０．６５㎡以上です。これについては、緩和措置はありませ

ん。厚生労働省では個室ユニットを推進しています。

⑥ケアハウス

軽費老人ホームの一種です。医療法人による運営が可能です。附帯サービスはサー

ビス付き高齢者向け住宅とほぼ同じですが、所得によって利用料が減額されるため低

所得者の利用も可能です。居室は夫婦部屋等を除いて原則個室、居室面積は２１．６

㎡以上です。

⑦サービス拠点

在宅療養支援診療所を核に、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護、訪問介護、通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、居宅介護支援

事業所などを複合整備したものを指します。この拠点から自宅・住宅系・施設系にサ

ービスを提供します。サービス拠点に施設系や住宅系の建物を併設することも可能で

す。

⑧病院及び有床診療所

一般病床、療養病床、回復期リハビリテーション病棟など、引き続き医療施設として

経営していく選択肢もあります。

【介護老人保健施設等の施設への転換支援策（施設基準の一部の緩和）について】

転換をより円滑に進めるために （次の新築又は大規模の改修等を行うまでの間）、

転換先の老人保健施設等については

療養室の床面積、廊下幅等の施設基準の一部（老健、特養）

建物の耐火構造に係る基準（老健）

建物内の直通階段及びエレベーターの設置に係る基準（老健）

医療機関と老人保健施設が併設する場合における設備基準（老健） 等

の基準が緩和されています。
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【介護老人保健施設等の施設への転換支援策（費用負担軽減）について】

○地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備に関する事業）

平成２７年度から介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備及び介

護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備にかかる施設開設準備経費に

ついて貸付を行う基金ができます。

転換元 転換先

（介護療養型医療施設等） （介護老人保健施設等）

・療養病床を有する病院

・老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

・介護老人保健施設

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートス・療養病床を有する診療所

テイ用居室

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅

○独立行政法人福祉医療機構が行う医療貸付事業（療養病床転換支援貸付制度）

事業実施主体：独立行政法人福祉医療機構

事 業 内 容：療養病床転換に伴う支援貸付

介護老人保健施設等への転換に伴い発生する改修工事等の施設整備について、

貸付条件を平成１９年度から優遇しています。

療養病床の転換に際し、療養病床整備時に民間金融機関から借り入れている債

務の償還負担軽減又は転換計画遂行のために一時的に必要となる運転資金を貸付

しています。

介護老人保健施設等への転換に際し、現に有する療養病床の整備に要した福祉

医療機構からの借入金について、当初の償還期間を１０年まで（償還期間は合わ

せて３０年を限度とします）延長することができます。
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＜主な関係法令等＞

・介護保険法 (平成9年法律第123号)

・介護保険法施行令 (平成10年政令第412号)

・介護保険法施行規則 (平成11年厚生省令第36号)

・介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定

める条例 (平成24年岡山県条例第62号)

・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成11年厚生省令第37号)

・介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定め

る条例 (平成24年岡山県条例第65号)

・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(平成18年厚生労働省令第35号)

・健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定

介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例

(平成24年岡山県条例第66号)

・健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介

護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準

(平成11年厚生省令第41号)

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(平成12年厚生省告示第19号)

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

(平成18年厚生労働省告示第127号)

・指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準

(平成12年厚生省告示第21号)
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・介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービ

ス等の基準等について (平成25年長寿第1868号)

・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

(平成11年老企第25号)

・健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法に基づき条例

で規定された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準について

(平成25年長寿第1871号)

・健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効

力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基

準について (平成12年老企第45号)

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定

施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に

関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年老企第40号)

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留

意事項について

(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)

・医療法施行規則 (昭和23年厚生省令第50号)

・厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号)

・厚生労働大臣が定める基準 (平成24年厚生労働省告示第96号)

・厚生労働大臣が定める施設基準 (平成24年厚生労働省告示第97号)

・厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介

護費等の算定方法 (平成12年厚生省告示第27号)

・厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介

護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域

(平成12年厚生省告示第28号)

・厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(平成12年厚生省告示第29号)

・厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数

(平成12年厚生省告示第30号)

7



・厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等

(平成12年厚生省告示第31号)

・厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別な薬剤

(平成12年厚生省告示第32号)

・特定診療費の算定に関する留意事項について (平成12年老企第58号)

・介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施

設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額

を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 (平成17年厚生労働省告示第411号)

・介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要

する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める

費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者に

おける滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生

労働大臣が定める費用の額 (平成17年厚生労働省告示第412号)

・介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度

額 (平成17年厚生労働省告示第413号)

・介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第

2項第2号に規定する滞在費の負担限度額 (平成17年厚生労働省告示第414号)

・居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

(平成17年厚生労働省告示第419号)

・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

(平成12年老企第54号)

・介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について

(平成12年老振第25号・老健第94号)

・介護保険施設等における日常生活費等の受領について

(平成12年老振第75号・老健第122号)

・厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等

(平成12年厚生省告示第123号)

・厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順

(平成18年厚生労働省告示第268号)

・医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

(平成17年老振発第0728001号)

・認知症介護実践者等養成事業の実施について (平成18年老発0331010号)

・認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について

(平成18年老計発0331007号)
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・厚生労働大臣が定める療養 (平成18年厚生労働省告示第142号)

要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合・

( )平成20年厚生労働省告示第128号

診療報酬の算定方法 (平成20年厚生労働省告示第59号)・

基本診療料の施設基準等 (平成20年厚生労働省告示第62号）・

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に・

関連する事項等について (平成18年4月28日老老発0428001号・保医発第0428001号)

※法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でもご確認ください。

文献：介護報酬の解釈 指定基準編《平成２４年４月版》

介護報酬の解釈 QA・法令編《平成２４年４月版》

介護報酬の解釈 単位数表編《平成２６年４月版》

(発行：社会保険研究所)

医科点数表の解釈《平成２６年４月版》 (発行：社会保険研究所)

ＨＰ：厚生労働省 法令等データベースシステム

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

総務省 法令データ提供システム

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

http://www.pref.okayama.jp/page/305950.html岡山県 長寿社会課
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＜機能に応じた評価の見直しと基本報酬の見直し＞

介護療養型医療施設が担っている機能を重点的に評価する。

【療養機能強化型Ａ】(新設)

１ 次のいずれにも適合すること。

(1) 算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有す

る者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が100分の50以上であること。

(2) 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰(かくたん)吸引、

経管栄養、又はインスリン注射が実施された者の占める割合が100 分の50 以上である

こと。

２ 算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者

の占める割合が100 分の10 以上であること。

(1) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した

者であること。

(2) 入院患者又はその家族等の同意を得て、入院患者のターミナルケアに係る計画が

作成されていること。

(3) 医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者の状態又は家族の求め等に応じ

随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われている

こと。

３ 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。

４ 地域に貢献する活動を行っていること。

（療養病床を有する病院）

○ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

○ 介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が４又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

（療養病床を有する診療所）

○ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

※アンダーライン部分についてＰ１２【表①】で説明
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【療養機能強化型Ｂ】(新設)

１ 次のいずれにも適合すること。

(1) 算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有す

る者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が100分の50以上であること。

（療養病床を有する診療所の場合は100 分の４0 以上）

(2) 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰(かくたん)吸引、

経管栄養、又はインスリン注射が実施された者の占める割合が100 分の30 以上である

こと （療養病床を有する診療所の場合は100 分の20 以上）。

２ 算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者

の占める割合が100 分の５以上であること。

(1) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した

者であること。

(2) 入院患者又はその家族等の同意を得て、入院患者のターミナルケアに係る計画が

作成されていること。

(3) 医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者の状態又は家族の求め等に応じ

随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われている

こと。

３ 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。

４ 地域に貢献する活動を行っていること。

（療養病床を有する病院）

○ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

○ 介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が４又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

又は

○ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

○ 介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が５又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

（療養病床を有する診療所）

○ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

○ 介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又はその端数を増す

ごとに１以上であること。

※アンダーライン部分についてＰ１２【表①】で説明
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【表①】

① 分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態NYHA

② 分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週間以上人工呼Hugh-Jones

吸器を必要としている状態

③各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれか

の合併症を有する状態。なお、人工腎臓の実施については、他科受診による

ものであっても差し支えない。

イ 常時低血圧(収縮期血圧が ㎜ 以下)90 Hg

重篤な身体疾患を ロ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの

有する者 ハ 出血性消化器病変を有するもの

二 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの

④ 分類 以上の肝機能障害の状態Child-Pugh C

⑤連続する３日以上、 以上の意識障害が継続している状態JSC100

⑥現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有

し、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう ）又は内視。

鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。)によ

り誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む。) 状態

身体合併症を有す ①認知症であって、悪性腫瘍等と診断された者

る認知症患者 ②認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ 、Ⅳ又は に該当する者b M

経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、診療

所型介護療養施設サービスにおいては、経鼻経管、胃ろう若しくは腸ろう又

経管栄養の実施 は中心静脈による栄養の実施を指す。また、過去１年間に経管栄養が実施さ

れていた者であって、経口維持加算を算定されているものについては、経管

栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。

インスリン注射の 自ら実施する者は除くものであること。

実施

ターミナルケアの 基準①から③までのすべてに適合する入院患者の入院延べ日数が、全ての入

割合 院患者等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満たすものであること。

生活機能を維持改 可能な限りその入院患者の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動

善するリハビリテ 作を維持改善するリハビリテーションを、医師の指示を受けた作業療法士を

ーション 中心とする多職種の共同によって、療養生活の中で随時行うこと。

地域に貢献する活 地域住民への健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該

動 介護療養型医療施設である医療機関の入院患者等との交流に資するなど地域

の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。
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＜総則・通則事項について＞

健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法に基づき条例で規定された

指定介護療養型医療施設の人員 設備及び運営の基準について (平成25年長寿第1871号)、

（抜粋）

１ 本県独自基準以外の基準についての運用

２に定めるもののほか 「指定介護療養型医療施設条例」の運用に当たっては 「健、 、

康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力

を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員 設備及び運営に関する基準 平、 」（

成十一年厚生省令第四十一号）の運用のために発出された「健康保険法等の一部を改正

する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指

定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について （平成十二年老企」

。 「 」 。） 、第四十五号 以下 基準省令解釈通知 という において示されている内容を準用し

これを踏まえて指定介護療養型医療施設は、適正な事業運営をすること。

健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有

するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について

(平成12年老企第45号)

(抜粋)

第３ 人員に関する基準・設備に関する基準

４ 用語の定義

(１)「常勤換算方法」

当該指定介護療養型医療施設の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業

(１週間に勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合は３２時間者が勤務すべき時間数

で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数を基本とする。)

に換算する方法 指定介護療をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該施設の

であり、例えば、当該施設が通所リハビリ養施設サービスに従事する勤務時間の延べ数

テーションの指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が指定介護療養施設サー

ビスと指定通所リハビリテーションを兼務する場合、当該従業者の勤務延時間数には、

することとなるものであること。指定介護療養施設サービスに係る勤務時間だけを算入

(２)「勤務延時間数」

指定介護療養施設サービスの提供に従事する時間として明確に位置付けら勤務表上、

とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することれている時間の合計数

ができる時間数は、当該施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とす

ること。
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(３)「常勤」

当該施設において定められている当該指定介護療養型医療施設における勤務時間が、

(１週間に勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合常勤の従業者が勤務すべき時間数

は３２時間を基本とする。) をいうものである。ただし、育児休業、に達していること

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76号。

以下「育児･介護休業法」という ）第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が。

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が施設として整っている

場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能

とする。

当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行また、

われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合

ものである計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たす

こととする。例えば、指定介護療養型医療施設に指定通所リハビリテーション事業所が

併設されている場合、指定介護療養型医療施設の管理者と指定通所リハビリテーション

管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間数に達していれ事業所の

こととなる。ば、常勤要件を満たす

(４)「専ら従事する 「専ら提供に当たる」」

サービス提供時間帯を通じて指定介護療養施設サービス以外の職務に従原則として、

ことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当事しない

、 。該施設における勤務時間をいうものであり 当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない

(５)「前年度の平均値」

毎年４① 基準省令第２条第４項における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度(

月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。 入院患者以下同じ。)の

延数を当該前年度の日数で除して得た数 小数点第２とする。この算定に当たっては、

ものとする。位以下を切り上げる

② 新設(事業の再開の場合を含む。以下同じ。)又は増床分のベッドに関して、前年度

において１年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の入院

患者数は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の９０％を入

院患者数とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月におけ

る入院患者延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以

上経過している場合は、直近１年間における入院患者延数を１年間の日数で除して得

た数とする。

③ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の入院患者延数を延

日数で除して得た数とする。
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設

入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年老企第40号)

(抜粋)

第２の７ 介護療養施設サービス

(３)所定単位数の算定単位について

介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、介護保険

適用病床の看護職員等の配置によって１種類を選定し届け出ることとする。病棟によっ

１病棟において介護保険適用病床と医療て、複数の届出を行うことはできない。なお、

保険適用病床が混在する場合には、当該病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必

ただし、療養病床(医療法等の一部を改正要な人員を確保していることが必要である。

する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第五号に規定する経過的旧療養型病床

群を含む。)、老人性認知症疾患療養病棟が混在している場合には、それぞれの類型毎

に１種類を選定して届け出ること。

(７)夜勤体制による減算及び加算の特例について

療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から

(Ⅳ)までを算定するための基準を夜勤職員基準において定めている(第七号ハにおいて

準用する第二号ロ(3))ところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとするこ

と。

病棟単位で職員数を届① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、

こと。け出る

② 。１日平均夜勤職員数は、暦月夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする

ごとに (午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６夜勤時間帯

における延夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除す時間をいう。)

ことによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。る

※ 夜勤時間帯は 「午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する、

１６時間」という条件を満たす範囲で、各事業所で定めることができる。

月平均夜勤時間数は 届出前１月又は４週間の夜勤時間帯における看③ 、各病棟ごとに

と護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に勤務した実人員で除して得た数

し、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近１月又は直近４週間の実績の平均値によっ

て判断する。なお、届出直後においては、当該病棟の直近３月間又は１２週間の実績

の平均値が条件を満たしていれば差し支えない。

専ら夜間勤務時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)については、それ④

ぞれの夜勤時間数は基準の概ね２倍以内であること。月平均夜勤時間数の計算に含ま

れる実人員及び延夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が１６時間

以下の者は除く。ただし、１日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者

の夜勤時間数が含まれる。
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当該月の夜勤時間帯における延夜勤時間数(夜勤専従者含む)
一日平均夜勤職員数＝

当該月の日数(１月なら３１)×１６

※小数点第３位以下は切り捨て

届出の前月又は４週間の延夜勤時間数

(夜勤専従者と夜勤時間数が１６時間以下の者は除く)
月平均夜勤時間数＝

夜勤時間帯に勤務した実人員

(夜勤専従者と夜勤時間数が１６時間以下の者は除く)

（本資料Ｐ２３参照のこと）⑤ 略

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとす

る。

⑦ 略
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＜人員に関する基準及び人員に関する報酬について＞

【(介護予防)短期入所療養介護の人員について】

、 、１ 短期入所療養介護事業所にあっては いわゆる本体施設となる介護療養型医療施設

療養病床を有する病院又は診療所が、それぞれの施設として満たすべき人員を満たし

ていれば足りるものとされており、その従業者の員数等は後述する。

指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが行われるもの(以２

下「介護保険適用病床」という。)における短期入所療養介護については、所定単位数

の算定(職員の配置数の算定)並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単

位数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行われる。

３ ではなく、療養病床も有していない診療所については、サービス介護保険適用病床

を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利

。 、用者及び入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上でなければならない かつ

夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員

を１人以上配置していなければならない。

４ 短期入所療養介護事業者が介護予防事業の指定を併せて受け、かつ、２つの事業が同

一の事業所において一体的に運営されている場合は、短期入所療養介護事業の人員基準

を満たすことをもって、介護予防事業の人員基準を満たしているものとみなすことがで

きる。
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【医師数について】

１ 病院・診療所、介護療養型医療施設・(介護予防)短期入所療養介護の別にかかわら

ず 「医療法」が基準となる。、

ただし、老人性認知症疾患型介護療養型医療施設は、老人性認知症疾患療養病棟に

担当する医師を１名配置しなければならない。

(参考：医療法施行規則第52条1項の規定)

病院：

①÷３(小数点第2位以下切り捨て)＋②＋③÷2.5※a(小数点第2位以下切り捨て)＝Ａとする。

①＝精神病床及び療養病床１日平均入院患者数

②＝精神病床及び療養病床以外の１日平均入院患者数

(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く)

③＝１日平均外来患者数

(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く)

※a：耳鼻咽喉科又は眼科の１日平均外来患者数については「5」

Ａ≦52のとき

医師数≧３

Ａ＞52のとき

医師数≧(Ａ－52)÷16＋3

診療所：

医師数≧1

２ 医師数が基準の６割に満たない場合は減算となる。

(介護療養型医療施設・(介護予防)短期入所療養介護共通、病院のみ)

(１)僻地の医師確保計画を岡山県知事に届け出た場合は、既に届出のある人員配置区

分に基づく基本サービス費から12単位控除する減算。

(２)僻地の医師確保計画を岡山県知事に届け出ていない場合は、最も基本サービス費

が低い人員配置区分に基づく基本サービス費に100分の90を乗ずる減算。

→療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)

又は(Ⅴ) (算定している県指定事業所がない人員配置区分は省略して記載)

(３)(介護予防)短期入所療養介護においても(１)(２)と同じ扱い。
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３ 医師の配置について、医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合は減算と

なる。(介護療養型医療施設・(介護予防)短期入所療養介護共通、医療法施行規則第49

条の規定が適用されている病院のみ)

(１)次の要件を全て満たす場合は医療法施行規則第49条の規定が適用され、医療法に

おける医師の配置基準が緩和される。この場合、既に届出のある人員配置区分に基

づく基本サービス費から12単位を減算。

・病院の療養病床の全病床に占める割合が100分の50を超える

・医師数が3名未満

(参考：医療法施行規則第52条3項の規定)

医療法の規定における、既述のＡが

Ａ≦36のとき 医師数≧2、Ａ＞36のとき 医師数≧(Ａ－36)÷16＋2

(２)ただし、緩和してなお６割に満たない場合は既述の「２」の減算を行い、医療法

施行規則第49条の減算は行わない。

(３)(介護予防)短期入所療養介護においても(１)(２)と同じ扱い。

【薬剤師及び栄養士について】

１ 介護療養型医療施設(療養病床を有する病院、老人性認知症疾患療養病棟を有する病

院)は「医療法」が基準となる。診療所には人員基準はない。

(１)療養病床を有する病院

医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上

(２)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

医療法上必要とされる数以上

２ 薬剤師、栄養士の人員欠如による減算規定はない。
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【看護職員及び介護職員について】

注：基準を定める条文における「○又はその端数を増すごとに１以上」の解釈について

例：６又はその端数を増すごとに１以上の場合、６人までは１人、７人～１２人ま

では２人であり、1.2や1.8といった「小数」にはならない。

注：人員基準の計算の基礎となる「入院患者の数」は前年度の入院患者数延数÷日数(小

数点２位以下切り上げ)

１ 人員に関する基準は、基準省令 及び平成24年厚生労( )※平成25年度からは、県条例

働省告示第97号「厚生労働大臣が定める施設基準」で定められている。(ユニット型、

大病院、経過型等は県指定事業所がないため除いて記載。)

看護職員 介護職員 基本サービス費
類型

((介護予防)短期入所療養介護単独も含む)

・介護療養型医療施設のうち病院療養型 ６：１※a ４：１ 療養型Ⅰ(療養機能強化型以外)

・短期入所療養介護及び介護予防短期入所 療養型Ⅰ(療養機能強化型A)

療養介護の病院療養型 療養型Ⅰ(療養機能強化型B)

６：１※a ５：１ 療養型Ⅱ(療養機能強化型以外)

療養型Ⅱ(療養機能強化型)

６：１※a ６：１ 療養型(Ⅲ)

・介護療養型医療施設のうち診療所型 ６：１ ６：１ 診療所型Ⅰ(療養機能強化型以外)

・短期入所療養介護及び介護予防短期入所 診療所型Ⅰ(療養機能強化型A)

療養介護の診療所型 診療所型Ⅰ(療養機能強化型B)

３：１ 診療所型(Ⅱ)

(うち看護１以上)

・介護療養型医療施設のうち認知症疾患型 ４：１※a ４：１ 認知症疾患型(Ⅱ)

・短期入所療養介護及び介護予防短期入所

療養介護の認知症疾患型 ４：１※a ５：１ 認知症疾患型(Ⅲ)

４：１※a ６：１ 認知症疾患型(Ⅳ)

４：１※a ６：１ 認知症疾患型(Ⅴ)

※b

※a 算出した看護職員の最少必要数の２割以上は看護師であること。

20



※b 入院患者÷４(端数切り上げ)から入院患者÷５(端数切り上げ)を差し引いた数の範

囲内で介護職員とすることができる。

平成25年度からは、県条例が適用されている。※c

２ 看護職員及び介護職員の人員欠如による減算については、病院療養型及び認知症疾

患型のみ、平成12年厚生省告示第27号「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及

び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」で定められている。(ユニ

ット型、大病院、経過型等は県指定事業所がないため除いて記載。)

・看護職員又は介護職員の員数が満たない場合

・正看護師の、基準に定められた看護職員の員数に占める割合(正看比率)が２割に

満たない場合

人員欠如の種別 減算の 必要とされる 病 院 全 体

(介護療養型医療施設、(介護予防)短期 割合 員数との比較 の許可 減算期間

入所療養介護も同様) 病床数

看護・介護職員の人欠 70/100 １割を超えて不足 翌月から解消された月まで

※施設サービスの最低基準を満たさなく

なった場合に減算する＝療養型(Ⅲ)又は 100床以上 翌々月から解消された月まで

認知症疾患型(Ⅳ)(Ⅴ)のいずれかの基準 70/100 １割の範囲内で不足

を満たさなくなったとき 100床未満 ３月後から解消された月まで

正看比率が２割未満 90/100 １割を超えて不足 翌月から解消された月まで

※療養型(Ⅲ)又は認知症疾患型(Ⅰ)、

(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)から減算 100床以上 翌々月から解消された月まで

90/100 １割の範囲内で不足

100床未満 ３月後から解消された月まで

留意事項通知第2の7(5)の特例

介護療養型医療施設及び介護保険適用病床における短期入所療

養介護(本体施設と一体的に取り扱う)
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３ 夜勤に関する基準は、病院療養型のみ平成12年厚生省告示第29号「厚生労働大臣が

定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」で基準型及び加算型の基準が定めら

れている。

(１)１日平均夜勤職員数

当該月の夜勤時間帯における延夜勤時間数(夜勤専従者含む)
１日平均夜勤職員数＝

当該月の日数(１月なら３１)×１６

※小数点第３位以下は切り捨て

(２)月平均夜勤時間数

届出の前月又は４週間の延夜勤時間数

(夜勤専従者と夜勤時間数が１６時間以下の者は除く)
月平均夜勤時間数 ＝

夜勤時間帯に勤務した実人員

(夜勤専従者と夜勤時間数が１６時間以下の者は除く)

(３)基準及び各加算の基準

基準・加算

(介護療養型医療施設、(介 １日平均夜勤職員数(入院患者数と短期入所 月平均夜勤時間数

護予防)短期入所療養介護も 療養介護の利用者数の合計に対して)

同様)

基準型 看護職員又は介護職員 ３０:１かつ２以上 看護職員又は介護職員

うち看護職員１以上 ６４時間以下

夜間勤務等 加算型Ⅰ 看護職員 １５:１かつ２以上 看護職員 ７２時間以下

看護加算

加算型Ⅱ 看護職員 ２０:１かつ２以上 看護職員 ７２時間以下

加算型Ⅲ 看護職員又は介護職員 １５:１かつ２以上 看護職員又は介護職員

うち看護職員1以上 ７２時間以下

加算型Ⅳ 看護職員又は介護職員 ２０:１かつ２以上 看護職員又は介護職員

うち看護職員1以上 ７２時間以下
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(４)夜勤減算について(減算月は夜勤体制による加算の算定は不可)

夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）に

おいて下記の減算となる状況が発生した場合に、それぞれの減算の始期から終期まで

入院患者（及び利用者）の全員について、所定単位数から２５単位を控除して得た単

位数を算定する。

チェックする項目

(介護療養型医療施設、(介 減算となる状況 減算の始期 減算の終期

護予防)短期入所療養介護も

同様)

１日平均夜勤職員数 １割を超えて不足 不足した翌月 解消した翌月から減算なし

(歴月で判断) から減算

加算型の届出がある事業所

は、加算の基準を基とする １割の範囲内で３月間 不足３月目の 解消した翌月から減算なし

継続して不足 翌月から減算

基準時間を１割以上 上回った翌月 解消した翌月から減算なし

月平均夜勤時間数 上回る から減算

(歴月で判断)

過去３月間の平均が 計算した３月目 ３月間の平均が基準時間を

基準時間を超える の翌月から減算 下回った翌月から減算なし

夜勤時間帯における ある歴月内に 不足した翌月 解消した翌月から減算なし

夜勤を行う職員数 ２日以上連続して不足 から減算

(ある歴月における

１日ごとで判断) ある歴月内に 不足した翌月 解消した翌月から減算なし

４日以上不足 から減算

【参考】

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について (平成18年4月28日老老発0428001号・保医発第0428001号)

（抜粋）

第２ 医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項につ

いて

２ 施設基準関係

１(３) 夜間勤務等の体制については、病棟ごとに届出を行うことが可能であるが、

病棟を医療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には、各保険適用の病床ごと

に、１病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのできる夜

ものとすること。間勤務等の体制を採用する
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【理学療法士及び作業療法士について】

１ 診療所型には人員基準はなく、病院療養型及び認知症疾患型についてはそれぞれ基

準省令 で定められている。( )※平成25年度からは、県条例

(１)病院療養型 ：当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数。

(２)認知症疾患型 ：老人性認知症疾患療養病棟に作業療法士 １以上。

(３)療養病床を有する病院：医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とさ

れる数以上

２ 理学療法士及び作業療法士の人員欠如による減算規定はないが、特定診療費の届出

状況によっては、配置が求められる場合がある。(病院療養型及び診療所型のみ)

(１)理学療法(Ⅰ)：専従する常勤理学療法士 １以上

(２)作業療法 ：専従する常勤作業療法士 １以上

【介護支援専門員について】

各類型ごとに、基準省令 及び解釈通知により定めら( )※平成25年度からは、県条例

れている。(介護療養型医療施設のみ)

基準省令 解釈通知(老企第45号)

類 型 (※平成25年度からは、県条例) (※平成25年度からは、 基準未満

県通知第1で準用)

病院 １以上 常勤専従 １人以上 70％に

療養型 療養病棟における入院患者の数が100又は ※入院患者が100人を超える場合の 減算

その端数を増すごとに１を標準 増員分は非常勤でも可

診療所型 １以上 非常勤でも可

１以上 常勤専従 １人以上

認知症 老人性認知症疾患療養病棟における入院 ※入院患者が100人を超える場合の 70％に

疾患型 患者の数が100又はその端数を増すごとに 増員分は非常勤でも可 減算

１を標準

※入院患者の処遇に支障がない場合は、当該介護療養型医療施設の他の職務に従事する

ことができる。

居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は不可。

但し増員に係る非常勤の介護支援専門員は可。
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＜設備に関する基準について＞

(注意を要する箇所のみ、介護療養型医療施設・(介護予防)短期入所療養介護共通)

病院療養型 診療所型 認知症疾患型

病室の １の病室につき４床以下

病床数 入院患者が選定する特別な病室の場合は２床以下

※特別な病室の定員は、全体の定員の半数以下とすること

廊 下 (基準省令)片側居室：１．８ｍ(内法)、両側居室：２．７ｍ(内法)

(経過措置)片側居室：１．２ｍ(内法)、両側居室：１．６ｍ(内法)

基準省令を満たさず↓

病院療養病床療養環境減算 診療所療養病床設備基準減算 減算規定なし

２５単位(１日につき) ６０単位(１日につき)

機能訓練室 ４０㎡以上 機能訓練を行うために十分な 生活機能回復訓練室

広さ ６０㎡以上

理学療法(Ⅰ)の届出あり↓

理学療法専用の施設： 理学療法専用の施設：

１００㎡以上 ４５㎡以上

(機能訓練室を充てて差し支え (機能訓練室を充てて差し支え

ない) ない)

作業療法の届出あり↓

作業療法専用の施設：７５㎡以上

(機能訓練室を充てて差し支えない)

、 。※病室のベッドはカーテン等を設置するなどして 患者のプライバシーに配慮すること
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＜運営に関する留意事項＞

【基本方針】

１ 基準省令 の「基本方針」に 「その他の必要な医療を(※平成25年度からは、県条例) 、

行う」と明記されており、施設サービス費も、一部を除き療養に要する費用を含んだ

ものになっている。よって 「必要な医療」は行わなければならない。、

２ 施設サービス費、短期入所療養介護費に含まれる医療は別途医療保険に請求できる

ものではない。

【内容及び手続の説明及び同意】

重要事項説明書１ 医療機関であっても介護保険施設である以上、他サービスと同様に

して事前の説明を行い、サービスの利用開始について患者の同意を得なければを交付

ならない。

２ 同意は、患者及び施設双方の保護の立場から ことが望ましい。書面によって得る

(※平成25年度からは、県条例)

３ 入院を「指示」する医療とは異なるので、この点明確に区別するべきこと。

４ 平成２７年度からの利用開始者に対しては、 を報酬改定を反映させた重要事項説明書

作成し、使用すること。既存の利用者に対しても、報酬改定を反映させた重要事項説明

書を交付すること。

【受給資格等の確認】

１ サービスの提供を求められた場合には、被保険者証により被保険者資格、要介護認

定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確認すること。

２ 市町村民税世帯非課税等低所得者であることにより、利用者負担に上限のある第１

段階から第３段階の利用者については「介護保険負担限度額認定証」により、負担限

度額を確認すること。

居住費(滞在費) 食費

利用者 基準費用額 負担 補足給付額 基準費用額 負担 補足給付額
居住環境

負担段階 の上限 限度額 の上限 の上限 限度額 の上限

第１段階 従来型個室 1,640円 490円 1,150円 1,380円 300円 1,080円

多床室 320円 0円 320円

第２段階 従来型個室 1,640円 490円 1,150円 1,380円 390円 990円

多床室 320円 320円 0円

第３段階 従来型個室 1,640円 1,310円 330円 1,380円 650円 730円

多床室 320円 320円 0円

注：従来型個室に入院している患者について、多床室で算定する例外規定あり。
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【利用料等の受領】

１ 利用者、入院患者から利用料を徴収できるのは、

(１)介護報酬告示上の額の１割部分

(２)食事の提供に要する費用(＝材料費等＋調理費相当)

(３)居住に要する費用(従来型個室＝室料＋光熱水費、多床室＝光熱水費)

(４)特別なサービスの費用(特別な居室の利用料、特別な食事など)

(５)理美容代などの日常生活費

このうち(２)～(４)については説明文書を交付し、 ことが基準省文書で同意を得る

令 で義務付けられている。(※平成25年度からは、県条例)

また、(５)についても、事前に十分な説明を行い、同意を得なければならないこと

が、通知により定められている。

おむつ代２ 不適切な利用料を徴収しないこと。(酸素ボンベ、酸素濃縮装置など。特に

こと。介護療養型医療施設・(介護予防)短期入所療養介護ともに不可。は徴収しない

入院時に持ってこさせることも不可)

３ 特別室の利用は利用者、入院患者の選択によって行われるものであり、サービス提

供上の必要性から行われるものは、利用料の徴収は不可。

(例：空いている部屋が特別室しかないから特別室に入ってもらった場合など)

４ 「その他の日常生活費」の徴収は適切に行うこと。

(１)利用者、入院患者又は家族等の自由な選択によるものでなければならないため、

一律に提供し、その費用を画一的に徴収すること全ての利用者、入院患者に対し、

はできない。

(２)インフルエンザ予防接種に係る費用は徴収できる。但し、事前に説明と同意を得

ること。

(３)預り金の出納管理の費用を徴収することはできるが、徴収額の積算根拠を明確に

し、適切な額を定めること。預り金の額に対し、月当たり一定割合とするような取

扱いは認められない。

５ 短期入所療養介護において、食費を１食ごとに設定していないケースがあった。食費

は原則、一食ごとに分けて設定し、提供した食事分のみ徴収すること。

(参考)「ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)における食費の設定に

ついて」(平成２４年９月５日厚生労働省事務連絡)

(平成２４年度集団指導資料 Ｐ１～)【施設系サービス共通】

【サービスの取扱方針】

１ サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものにならないよう配

慮すること。特に長期入院患者については、定期的にサービス内容を見直すこと。

２ 身体拘束その他入院患者の行動を制限する行為については、原則禁止されている。

３ 身体拘束を行ったときは、その理由等を記録しなければならない。

生命又は身体の保護の必要性、緊急やむを得ない理由(①切迫性、②非代替性、③一

記録のない身体拘束が発覚した場合、身体拘時性)を１人１人について検討すること。
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束廃止未実施減算(５単位)の対象となる。

４ サービスの質の評価については、自ら行う評価に限らず、多様な評価を広く用いな

ければならない。

成年後見制度の活用が必要と認められる場合、入院患者が成年後見制度を活用する５

(※平成25年度からは、県条例)ことができるよう配慮しなければならない。

【施設サービス計画の作成】

１ 医療機関への入院であっても、介護保険施設であるので、施設の介護支援専門員は

入院患者及びその家族に面接してアセスメントを行わなければならない。

２ アセスメントに基づき、介護支援専門員は、施設サービス計画の原案を作成しなけ
．．

ればならない。この施設サービス計画の原案は、 した上入院患者又はその家族に説明
．．

で、 を得なればならない。文書により入院患者の同意

同意書の同意署名欄にあらかじめ”家族”と記載してあり入所者の同意ではなく家３

族の同意としているケースがあった。介護保険の基本原則は『利用者本人の自己決定』

であることから、原則本人の同意を得た上で署名を求めること。なお、患者本人の精神

状況等により契約手続等について認識されず、本人の意思確認ができなくて署名が得ら

れない場合は、前記の成年後見制度の活用を促す。また、身体的理由により本人の署名

ができない場合は家族等の代筆等で同意を得ること。

４ 施設サービス計画原案は入院前に次の点を踏まえて作成すること。

(１)入院患者の希望

(２)入院患者についてのアセスメントの結果による専門的見地

(３)主治医の治療方針

(４)入院患者の家族の希望

５ 施設サービス計画の原案をもとに、施設サービス計画を作成したときは、遅滞なく
．．

入院患者に交付すること。

６ 施設サービス計画は 一度作成すればずっとそのままでよいというものではない 定、 。「

期的」にモニタリングを実施し、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うこと。

「 」 「 」 、７ 定期的 の頻度は 入院患者の心身の状況等に応じて適切に判断 となっていて

具体的に明記されていないが、全くモニタリングを行っている形跡がないような場合

は指導の対象となるので留意すること。

【看護及び医学的管理の下における介護】

、 「 」１ １週間に２回以上の入浴又は清拭 排泄の自立に向けた必要な援助など 寝たきり

を防ぐための工夫を行うこと。

２ 褥瘡が発生しないような適切な介護と、発生予防のための体制を整備すること。

(１)褥瘡のハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価

(２)専任の施設内褥瘡予防対策担当者の設置(看護師が望ましい)

(３)医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チームの設置

(４)褥瘡対策のための指針の整備
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( ５ ) 褥瘡対策のための施設内職員継続教育、施設外の専門家による相談、指導の活用

【食事の提供】

１ 個々の入院患者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養

管理を行うように努めるとともに、入院患者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び

嗜好を定期的に把握し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこと。

食の安全の確保や地場産品の消費拡大の視点から、地域で生産された旬の食材を活２

(※平成25年度からは、県条例)用し、季節や行事に応じた食事の提供に努めること。

３ 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行

われるように努めること。離床によりＡＤＬの維持・向上、せん妄の軽減などが期待

できる。

４ 食事の提供は本来介護療養型医療施設自らが行うことが望ましいが、一定の条件に

該当する場合には、施設の 終的責任の下で第三者に委託することが可能である。

５ 食堂として届出のあった部屋以外の部屋で食事をしているケースがあった。用途変

更は必ず県民局に変更届を提出すること。

【その他のサービスの提供】

入院患者からの要望を考慮して、入院患者の嗜充実した日常生活につながるよう、

(※平成25年度好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会の提供に努めること。

からは、県条例)

【運営規程】

１ 施設の運営についての重要事項に関する規程として下記の事項を定めておくこと。

事業の目的及び運営の方針／従業者の職種、員数及び職務の内容／入院患者の定員／

入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額／

施設の利用に当たっての留意事項／非常災害対策／その他施設の運営に関する重要事項

２ 重要事項説明書には運営規程の概要を記さなければならない。

【勤務体制の確保等】

資質の向１ 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

上の研修には、高齢者の人権の擁護及び虐待の防止に関する事項をその内容に含めなけ

(※平成25年度からは、県条例)ればならない。

２ 勤務する看護職の職員数が少ない等の理由により、外部研修に参加することが難しい

ケースがあった。基準上看護職員の配置が必要とされる介護保険施設・事業所において

は、利用者の日常の健康管理、感染症の発生予防及びまん延防止等における当該看護職

員の役割の重要性を踏まえ、資質向上のための研修参加の機会を確保する必要がある。

なお、人員体制等の都合で一度に複数職員の研修参加が困難な場合等においても、業務

内容や役職等の適性を十分考慮し、優先順位を付けるなど研修参加者を絞り、当該研修

参加者が施設・事業所内において伝達講習を行うなど、適切なサービス提供体制を確保

した上で、必要な研修機会を確保すること。
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【定員の遵守】

虐待等のケースの対応として受け入れた場合には、災害時における定員超過と同様

に取り扱う。(＝定員の上限を定めない)

【非常災害対策】

１ 指定介護療養型医療施設は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関

への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければ

ならない。

指定介護療養型医療施設は、入院患者の状態や当該施設が所在する地域の地理的実２

情(津波災害警戒区域であるか、土砂災害警戒区域であるか等)を踏まえ、想定される災

害の種類(津波・高潮・土砂災害・地震・火災等)ごとに、その規模(当該施設の所在市

町村全体・所在地域・当該施設・当該施設の一部分か等)及び被害の程度(ライフライン

が１週間程度で復旧される場合、施設内給食施設は１ヶ月程度使用不能である場合等)

に応じた実効性のある具体的な計画(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第

三条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む)及び風水害、地震等の災害に対処す

(※平成25年度からは、県条例)るための計画)を立てなければならない。

消防機関への通報体制のみならず、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、消３

協力してもらえるような体制作りに努め、全ての従業者がその内容を熟知火避難等に

(※平成25年度からは、県条例)し、実行できるようにしなければならない。

２の計画に従い、避難又は救出に係る訓練等必要な訓練を定期的に行わなければなら４

ない。その場合、実際に非常災害が発生した場合に対応できるような実効性の高いもの

(※平成25年度からは、県条例)としなければならない。

非常災害時にその入院患者の安全の確保が図られるように、事前に市町村や地域住民５

のほか、医療や福祉に関わる他の事業所等と相互に支援・協力を行うための連携体制の

(※平成25年度からは、県条例)整備に努めること。

非常災害時には、指定介護療養型医療施設として、援護が必要となった者への支援協６

力(当該施設の入院患者に限らず、可能な限り、地域の高齢者、障害者、乳幼児等の特

(※平成25年度からは、県条例)に配慮を要する者を受け入れる等)に努めること。

【衛生管理等】

１ 感染症又は食中毒の予防とまん延の防止のための対策検討委員会(＝感染対策委員

会)を、概ね３か月に１回以上定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底す

ること。

２ 感染対策委員会は介護療養型医療施設としての委員会を開催すること。

３ 事故発生防止委員会と一体的に設置・運営することは差し支えない。

４ 介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防・まん延防止のための指針を

整備すること。

５ 指針に基づいた研修プログラムを作成し、年２回以上の定期的な教育を開催すると

ともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施すること。
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【掲示】

１ 掲示しなければならない項目は次のとおり(各事業所の判断で掲示項目を増やすこと

は可)

(１)運営規程の概要(運営規程そのものでも可)

(２)従業者の勤務の体制

(３)利用料その他のサービスの選択に関する重要事項

２ 掲示場所は、受付コーナーや相談室など、利用者、入院患者が見やすいように工夫

すること。

３ 掲示が困難な場合には、誰もが閲覧できるように、ファイル等に入れて、受付コー

ナーや相談室などに立てかけておくことでも差し支えない。

【事故発生の防止及び発生時の対応】

１ 事故が発生した際の対応や、事故発生を防止するための指針を整備すること。

２ 事故防止検討委員会の開催と、従業者に対する研修を定期的に行うこと。(介護療養

型医療施設としての委員会を開催すること。)

３ 事故防止検討委員会は、施設の感染対策委員会と一体的に設置・運営することは差

し支えない。

４ 事故の状況等によっては、事業所を管轄する県民局へ報告を行うこと。

介護保険施設・事業所等における事故等発生時の対応に係る指針(岡山県版)

(集団指導資料 Ｐ４５～)【全サービス共通】

【記録の整備】

１ 退職した従業者に関する諸記録も保存対象となるので、退職後にすぐ廃棄しないよ

うにすること。

２ 施設サービス計画の変更後、変更前の計画も保存しておくこと。

３ 身体拘束に関する記録については、過誤調整につながる部分であるので、項目を省

くことなく、きちんと整備しておくこと。

施設サービ４ 各種の記録については、完結の日から５年間保存しなければならない。

ス計画、サービス提供の記録、身体拘束に関する記録、市町村への通知に係る記録、苦

※情内容等の記録、事故発生時の対応記録は県条例の規定に従い「５年間」とする。(

)平成25年度からは、県条例

31



＜介護給付費算定に係る留意事項＞

※【】内の略称については以下のとおり。

短期療養 予防短期療養短期入所療養介護 ： 介護予防短期入所療養介護：

療養施設介護療養型医療施設：

【入院起算日について（全般に係る事項 】）

１ 基本的には診療報酬上の入院と同様に考える。

２ 医療と介護の病棟間を移動しても、入院の起算日は初回の入院日である。

３ 一旦退院しても同一の傷病で同一の医療機関に再入院した場合は、入院の起算日は初

回の入院日である。

４ 退院後３月以上同一の傷病でいずれの保険医療機関又は介護老人保健施設にも

入院・入所しなかった後に、再入院した場合は再入院日が起算日となる。

【初期加算（療養施設 】）

１ 過去３月間の間に、当該介護療養型医療施設に入院したことがないこと。

２ 介護療養型医療施設に入院する前に、特別な関係にある医療機関において入院実績を

有する場合は、入院期間が通算されることに留意。(医療保険と同じルール)

一般病棟３ 介護保険適用病床から、急性増悪等により一般病棟での医療が必要となり、

ため、一に転棟した場合は、転棟後３０日までの間は、新規入院患者と同様に取り扱う

般病棟入院基本料の注３の加算(１４日以内は４５０点、１５日～３０日は１９２点)を

算定することができる。(医療保険)

※「介護保険適用病床」→医療保険の「療養病床」の場合は、算定できない。

４ 短期入所療養介護利用者がそのまま同一医療機関の介護療養型医療施設に入院した場

合は、３０日から短期入所療養介護の利用日数を控除して算定する。(＝入院起算日は

短期入所療養介護の利用開始日)

【退院時指導等加算（療養施設 】）

１ 退院前訪問指導加算

・在宅療養に向けた最終調整を目的として、退院後の療養上の指導を入院患者及びそ

の家族に対して行う。退院日に算定する。

２ 退院後訪問指導加算

・入院者の退院後３０日以内に、退院後の療養上の指導を入院患者及びその家族に対

して行う。訪問日に算定する。

３ 退院時指導加算

４ 退院時情報提供加算

・入院患者又は退院後の主治医に対して退院時情報を文書(規定様式有)で交付する。

５ 退院前連携加算

・退院後の居宅介護支援事業者に対して、入院患者の同意を得て、当該入院患者の診

療状況を示す文書を添えて情報提供し、調整を行うことが必要。
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※１及び３から５はいずれも入院期間が１月を超える患者に対してのみ算定できること

に留意。

※退院後の行き先が他医療機関への入院又は他介護保険施設への入所の場合は算定不

可。

※１、２、３、５については指導日、指導内容の要点を診療録に記載し、４については

交付した文書の写しを診療録に添付すること。

【栄養マネジメント加算（療養施設 】）

１ 栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入院患者

全員に対して実施するものであること。

２ 入院患者の低栄養状態のリスクを入院時に把握（栄養スクリーニング）すること。

３ 栄養スクリーニングを踏まえ、入院患者ごとの解決すべき課題を把握（栄養アセスメ

ント）すること。

４ 栄養アセスメントを踏まえ、医師、管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門

員その他の職種が共同して、入院患者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄

養ケア計画を作成すること。

５ 栄養ケア計画に従い栄養管理を行うとともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録す

ること。

６ モニタリングは低栄養状態のリスクが高い患者及び栄養補給方法の変更の必要性があ

る患者については概ね２週間ごと、リスクの低い患者については概ね３月ごとに行わな

ければならない。モニタリングとは別に、少なくとも月１回は体重を測定するなど、栄

養状態の確認を行うこと。

７ 入院患者ごとに、概ね３月を目途に低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニン

グを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。

８ 栄養ケア・マネジメントの提供の記録が不十分なケースがあった。記録は事業者自身

を守るためのものでもあるため、十分整備しておくこと。

説明し、同意を得られた日から算定を開始で９ 特に当該加算は入院患者又はその家族に

であるため、 である。きる加算 同意を得られた日の記録は必須

10 栄養ケア・マネジメントを実施している施設にあっては、従前作成が義務付けられて

いた次の帳票について、作成が不要とされている。

、 、 、 、 、・検食簿 喫食調査結果 入院者等の入退院簿 食料品消費日計 入院者年齢構成表

給与栄養目標量に関する帳票

【経口移行加算】

１ 現に経管により食事を摂取している患者に対し、経口による食事の摂取を進めるため

の栄養管理が必要であるとして、医師の指示に基づいて、管理栄養士又は栄養士による

栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援を実施するものであること。栄養マネ

ジメント加算を算定していない場合は算定しない。
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【経口維持加算（療養施設 】）

経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機１

能障害や誤嚥を有する入院患者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯

科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、食事の観

察及び会議等を行い、入院患者ごとに経口維持計画を作成している場合であって、医師

又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄

養士等が医師の指導を受けている場合に限る ）に基づき管理栄養士等が栄養管理を行。

った場合、当該計画が策定された日の属する月から起算して６月以内に限り、１月につ

き算定。

、 、２ 経口維持加算(Ⅱ)については 当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり

経口維持加算(Ⅰ)において行う食事の観察及び会議等に、医師（人員基準に規定する医

師を除く 歯科医師 歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合 経口維持加算(Ⅰ)。）、 、 、

に加えて、１月につき算定。

３ 経口維持加算(Ⅰ)は、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

経口維持加算(Ⅱ）は、経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定しない。

４ 当該計画が作成された日の属する月から６月を超えた場合でも、要件を満たし必要と

されるものに対しては引き続き算定可。

【口腔衛生管理体制加算（療養施設 】）

１ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の介護職員に対する口腔ケアに係る

技術的助言及び指導に基づき、入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成さ

れていること。

２ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月

であっても口腔機能維持管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係

る技術的助言及び指導又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術

的助言及び指導を行うに当たっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以

外の時間帯に行うこと。

【口腔衛生管理加算（療養施設 】）

口腔機能維持管理体制加算を算１ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

に算定できる。定している施設の入院患者に対して口腔ケアを月４回以上実施した場合

２ サービス提供の際には、同一月における医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有

無を確認し、提供に関する同意を得て行うこと。

３ 口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必

要とする思われる事項に係る記録を作成し保管するとともに、その写しを当該入院患者

に対して提供すること。

４ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても口腔機能維持

訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、管理加算は算定できるが、

口腔機能維持管理加算は算定できない。
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【療養食加算（短期療養・予防短期療養・療養施設 】）

１ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき適切な栄養量及び内容を

有する治療食及び特別な場合の検査食を提供すること。

２ 心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができ

るが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならない。

３ 算定するためには事前に県に体制の届出が必要となる。

【在宅復帰支援機能加算（療養施設 】）

１ 在宅復帰に対する支援を積極的に行い、一定割合以上の在宅復帰の実績を残した施設

を評価する主旨であることに留意。

２ 次の要件のいずれにも該当した場合、算定日の属する月における入院患者全員に対し

て算定可。なお、算定根拠等の関係書類は整備しておくこと。

ａ 算定日が属する月の前６月間の退院患者の総数のうち、在宅において介護を受け

ることとなった者(入院期間が１月を超えていた者に限る)の占める割合が、３０％

を超えていること。

ｂ 退院患者の退院後３０日以内に居宅を訪問し(又は指定居宅介護支援事業所から

の情報提供)、当該退院患者の在宅における生活が１月以上続く見込みであること

を確認・記録していること。

【認知症専門ケア加算（療養施設 】）

１ 認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了して

いる者を配置して、認知症ケアを行う事業所を評価。

２ 施設の入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動

が認められることから介護を必要とする認知症の者（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又

はＭに該当する者）の割合が５割以上であることが前提。

３ 加算(Ⅰ)３単位： 認知症介護実践リーダー研修」「

４ 加算(Ⅱ)４単位： 認知症介護指導者研修」「

５ よく似た名前で 認知症介護実践者研修 があるが この研修を修了して初めて 認、「 」 、 「

知症介護実践リーダー研修」を受講する資格が与えられるという位置付けのため 「認、

知症介護実践者研修」修了では算定要件を満たさない。

６ 平成２５年度の「認知症介護実践リーダー研修」と「認知症介護指導者研修」は終了

している。

（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾【認知症行動・心理症状緊急対応加算 ）

】患型は除く）

１ 医師が、利用者の認知症の行動・心理症状を認め、在宅での生活が困難であり、緊

急に入院することが適当であると判断し、サービスを行った場合は、利用を開始した

日から７日を限度として算定できる。

２ 判断を行った医師は診療録等に記録するとともに、当該加算を算定する事業所は、

、 、判断を行った医師名 日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画
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((介護予防)短期入所療養介護計画)に記録しなければならない。

３ 次に掲げる者が、直接、介護療養型医療施設へ入院(短期入所療養介護の利用を開始)

した場合は算定できない。

ａ 病院又は診療所に入院中の者

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者

ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施

設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の

者

４ 介護療養型医療施設で算定の場合、入院者が入院前の１月の間に、当該介護療養型医

療施設に入院したことがない場合及び過去１月の間に当該加算(他サービスにおける当

該加算も含む)を算定したことがない場合に限り算定できる。

【サービス提供体制強化加算（短期療養・予防短期療養・療養施設 】）

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合３／５以上１ 加算(Ⅰ)イ１８単位：

２ 加算(Ⅰ)ロ１２単位：介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合１／２以上

３ 加算(Ⅱ) ６単位：看護・介護職員総数のうち常勤職員の占める割合３／４以上

４ 加算(Ⅲ) ６単位：サービスを直接提供する職員のうち、勤続年数３年以上の職員が

占める割合３／１０以上

４ 職員の割合の算出は常勤換算方法による。

（ ）５ 平成２７年度に新たに届出を出す場合 平成２７年度も引き続き加算を算定する場合

は、平成２６年４月～２７年２月の平均で算出する。

《特定診療費》

【感染対策指導管理（短期療養・予防短期療養・療養施設 】）

１ 施設全体として常時感染対策をとっている場合に算定できる。

２ 月末在籍は必須ではなく、月途中の入退院についても１日単位で算定可。同様に入院

日が月の月末に当たる場合も算定可。

３ 病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の

責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員で構成する院内感染防止対

策委員会を設置し、月１回程度定期的に開催すること。

４ 「感染情報レポート」を週１回程度作成し、十分に活用する体制をとっていること。

【褥瘡対策指導管理（短期療養・予防短期療養・療養施設 】）

１ 医療保険では未実施の場合減算となるが、介護保険では実施した場合に加算となる。

２ 医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師、看護職員から構成する褥瘡対策チー

ムを設置すること。
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【初期入院診療管理（療養施設 】）

１ 入院した日から起算して２週間以内に、診療計画を患者に対して文書により交付・説

明を行うこと。

２ 原則１入院につき１回のみ算定可。

３ 医療保険適用病床から転床の場合、原則として転床時には算定できない。ただし、医

療保険適用病床・介護保険適用病床の通算入院期間が６月以内で、病状の変化等によ

り診療方針に重要な変更があり、診療計画を見直した場合には算定可。

【重度療養管理（短期療養のみ 】）

１ 算定する場合は、当該患者が、要介護４又は要介護５に該当する者であって「厚生労

働大臣が定める状態」に該当するかどうか確認すること。該当しない場合は算定不可。

(本資料Ｐ３９※ａ)

療養上必要な処置を行う必要がある。医２ 計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、

ので留意すること。学的管理だけでは算定要件を満たさない

３ 処置を行った日、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

【特定施設管理（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

１ 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、ＣＤ４リンパ球数の値

にかかわらず、抗体の陽性反応があれば算定可。

２ 個室又は２人部屋においてサービス提供を行った場合は注２の加算を算定できるが、

患者の希望により特別室に入室した場合は算定できない。

【重症皮膚潰瘍管理指導（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

１ 県への体制の届出が必要。重症皮膚潰瘍(Ｓｈｅａの分類Ⅲ度以上)を有している患者

に対して、計画的な医学的管理を行い、療養上必要な指導を行った場合に算定。

Ｓｈｅａの分類

皮膚の状態程度 重症度

Ⅰ度 紅斑又は表皮の壊死若しくは欠損 軽度

Ⅱ度 真皮全層に及ぶ潰瘍(壊死又は欠損) 中等度

Ⅲ度 皮下脂肪深層に達するものであって筋膜を越えない潰瘍 (壊死又は欠損) 重度

Ⅳ度 筋膜を越えた潰瘍(壊死又は欠損。関節・骨の露出又は壊死を含む) 重度

２ Ｓｈｅａの分類のいずれに該当するか、治療内容等について診療録に記載しなければ

ならない。

３ 月途中で入院(転棟)してきた場合も１日単位で算定可。

【薬剤管理指導（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

１ 県への体制の届出が必要。

２ 週１回、月４回の限度があるため、医療保険適用病床からの転床については、同一週

に医療保険で算定していれば介護保険では算定不可(介護から医療も同様)。
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【医学情報提供（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

１ (Ⅰ)診療所から診療所へ。病院から病院へ。

２ (Ⅱ)診療所から病院へ。病院から診療所へ。

３ 退院時情報提供加算との併算定は不可。

【理学療法／作業療法（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

１ 理学療法(Ⅰ)及び作業療法は、県への体制の届出が必要。

２ 理学療法(Ⅰ)は、理学療法士と患者が１対１で行った場合に算定。

３ 理学療法(Ⅱ)は、従事者(看護、介護職員含む)と患者が１対１で行った場合に算定。

、 「 」ただし 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)はともに 医師又は理学療法士の監視下で行われるもの

であるため、理学療法(Ⅱ)であっても医師又は理学療法士が同室にいて、監視を行うこ

と。

４ 実施に当たっては、理学療法(作業療法)実施計画を作成すること。理学療法(作業療

法)実施計画は、リハビリテーション実施計画に代えることができる。なお、これらの

実施計画は、入院患者又はその家族に説明し、同意を得ること。開始時及びその後３ケ

月に１回以上患者に対し内容を説明し、その要点を診療録に記載すること。

５ リハビリテーション実施計画に相当する内容を、施設サービス計画の中に記載してい

る場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画に代えることができる。

６ 理学(作業)療法は１日３回(作業(理学)療法及び言語聴覚療法と併せて１日４回)に限

り算定。入院(利用開始)日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計１１回

以上行った場合は、１１回目以降のものは７０／１００に相当する単位を算定。

(１)１月に合計１１回以上を数えるに当たって、月の途中で医療保険適用病床から介護

保険適用病床に転床してきた場合は、医療保険適用病床で受けたリハビリの回数を通

算して数える。

(２)医療保険適用病床と介護保険適用病床を行き来している場合は、初回入院日が起算

日となる。

７ 注３の加算(リハビリテーション計画加算。(介護予防)短期入所療養介護のみ算定可)

は、利用者が理学療法、作業療法を必要とする状態の原因となった疾患治療のために入

院(入所)した病院・診療所・介護保険施設を退院(退所)した日又は要介護(要支援)認定

を受けた日から初めて利用した月に限り算定できる。

８ 注４の加算(入院生活リハビリテーション管理指導。(介護予防)短期入所療養介護の

み算定可)については、当該訓練及び指導を行った日において理学療法又は作業療法の

所定単位数は算定できない(代わりに１月に１回を限度として所定単位数に300単位を加

算して算定)ことに留意すること。

【言語聴覚療法（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

１ 県への体制の届出が必要。

２ 実施に当たっては、言語聴覚療法実施計画を作成し、開始時及びその後３ケ月に１回

以上患者に対し内容を説明し、その要点を診療録に記載すること。

３ 言語聴覚療法は１日３回(理学療法及び作業療法と併せて１日４回)に限り算定。入院
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(利用開始)日から起算して４月を超えた期間において、１月に合計１１回以上行った場

合は、１１回目以降のものは７０／１００に相当する単位を算定。

(１)１月に合計１１回以上を数えるに当たって、月の途中で医療保険適用病床から介護

保険適用病床に転床してきた場合は、医療保険適用病床で受けたリハビリの回数を通

算して数える。

(２)医療保険適用病床と介護保険適用病床を行き来している場合は、初回入院日が起算

日となる。

４ 言語聴覚療法実施計画は、リハビリテーション実施計画に代えることができる。

【リハビリテーション体制強化加算（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患）

型は除く 】）

１ 専従常勤の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を２名以上配置し、理学療法、作業

療法、言語聴覚療法のリハビリテーションを実施した場合に算定可。

２ 理学療法・作業療法・言語聴覚療法に対する加算であるので、後記の短期集中リハビ

リテーションを算定することで、所定の理学療法・作業療法・言語聴覚療法を算定しな

い場合は、体制強化加算も算定できない。

【集団コミュニケーション療法（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は）

除く 】）

１ 県への体制の届出が必要。

２ 医師の指導監督のもと、医師又は言語聴覚士の監視下で行われること。

３ 集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力

に係る検査をもとに、効果判定を行い、集団コミュニケーション療法実施計画を作成す

ること。この集団コミュニケーション療法実施計画は、リハビリテーション実施計画に

代えることができる。

４ 集団コミュニケーション療法実施計画は、開始時及び３か月に１回以上患者に対して

説明し、その内容の要点を診療録に記載すること。

【摂食機能療法（短期療養・予防短期療養・療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

１ 摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の状態像に対応した診療計画書に基

づき１回につき３０分以上訓練指導した場合に算定可。１月４回を限度とする。

２ 実施は、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護

師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行うものである。介護職員や

栄養士、管理栄養士は対象外。

【短期集中リハビリテーション（療養施設 （認知症疾患型は除く 】） ）

理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合は、短期集中リ１

ハビリテーションは算定しない(各リハビリの所定単位数への上乗せではない)ことに留

意。

２ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が入院日から起算
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して３月以内の期間に、集中的に(概ね週３日以上／１回２０分以上、ただし摂食機能

療法は１回３０分以上)理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法の各リハ

ビリテーションを行った場合に算定可。

３ 過去３月以内に当該介護療養型医療施設に入院したことがない患者に限り算定できる

点に留意。

Ｈ２４．３．３０事務連絡 介護保険最新情報ｖｏｌ．２７３

「平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Ｖｏｌ．２)(平成２４年３月３０日)」の送付について

問３９

Ｑ．入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。

Ａ．介護療養型医療施設を退院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合には退院日から３ヶ月経過し

ていなければ算定できない。なお、別の介護療養型医療施設に入院した場合は算定できる。

なお、

① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退院となった後に

同じ介護療養型医療施設に再入院した場合、再入院時には、短期集中リハビリテーション実施加算を

算定すべきだった３ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定

することができる。

② 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は終了後３ヶ月に満たない期間に４週間以上の入

院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が

認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。

【認知症短期集中リハビリテーション（療養施設 】）

１ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が入院日から起算

して３月以内の期間に、集中的に(週３日を標準／１回２０分以上)リハビリテーション

を個別に行った場合に、１週につき３日を限度として算定可。

２ 当該リハビリテーション加算の対象は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症

に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の患

者であって、生活機能の改善が見込まれると判断された者に対してプログラムを実施し

た場合に限られる。

３ 当該利用者が過去３月間、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り

算定可。

Ｈ２１．３．２３ 介護保険最新情報ｖｏｌ．６９ 平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ．１)

問１０３

Ｑ．認知症短期集中リハビリテーション実施加算については 「過去三月の間に、当該リハビリテーション、

加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。

・例１：Ａ老健にて３ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、Ｂ老健に入所した

場合のＢ老健における算定の可否。

・例２：Ａ老健にて３ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、Ｂ通所リ

ハビリテーション事業所の利用を開始した場合のＢ通所リハビリテーション事業所における算定

の可否。

Ａ．例１の場合は算定できない。
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例２の場合は算定可能であるが、Ａ老健とＢ通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱

いについては問１０４を参照されたい。

問１０４

Ｑ．３月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて

認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。

Ａ．同一法人の他のサービスにおいて実施した場合は算定できない。

問１０５

Ｑ．３月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能

か。

Ａ．同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入

所(院)した日から起算して３月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日

から起算して３月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用

を開始した場合においては、当該利用者が過去３月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していな

い場合に限り算定できる。

問１０６

Ｑ．一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を

退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。

Ａ．認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確ではないことが多く、今回改定

において軽度の認知症だけではなく、中等度から重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日では

なく、利用開始日とした。

【精神科作業療法（短期療養・予防短期療養・療養施設 】）

１ 県への体制の届出が必要。

２ 患者１人当たり１日につき２時間を標準とする。

３ 精神科作業療法を実施した場合は、その要点を個々の患者の診療録に記載すること。

４ 当該療法に必要な消耗品や作業衣等は、医療機関の負担となるので、患者に自己負担

を求めないこと。

【認知症老人入院精神療法（短期療養・予防短期療養・療養施設 】）

１ 精神科を担当する１人の医師及び１人の臨床心理技術者等の従事者により構成される

少なくとも２人の従事者が行った場合に算定できる。

２ １回に概ね１０人以内の患者を対象として、１時間を標準として実施する。

３ 実施に要した内容、要点及び時刻について診療録等に記載すること。
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長 短 長 短 長 短

○ ○ ○ ○ ○ ○
・院内感染防止対策委員会が設置され、月１回程度、定期的に開催
・各病室に水道又は速乾式手洗い液等の消毒液が設置されている

○ ○ ○ ○ ○ ○
・褥瘡対策に係る専任の医師、看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置
・日常生活の自立度ランクＢ以上に該当する入院患者が対象

○ ○ ○
・医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定
・入院後２週間以内に患者に対し説明を行い、患者又は家族から同意を得る

注○ 注○ 注○　
・算定できる患者の状態については下記※aを確認のこと
・請求明細書の摘要欄に該当する状態を記載すること

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
・褥瘡対策に関する基準を満たしていること
・個々の患者に対して、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止の体制

○ ○ ○ ○ ○
・常勤薬剤師２人以上、かつ１人以上を医薬品情報管理室へ配置
・患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、薬学的管理及び患者指導

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
・専任の常勤医師及び専従する常勤理学療法士をそれぞれ１人以上
・専用施設の広さは病院100㎡以上、診療所45㎡以上

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
・専任の常勤医師及び専従する常勤作業療法士をそれぞれ１人以上
・専用施設の広さは75㎡以上

○ ○ ○ ○ ○
・専任の常勤医師１名以上及び専従する常勤言語聴覚士１人以上
・8㎡以上の個別療法室を１室以上

○ ○ ○ ○ ○
・専任の常勤医師１名以上及び専従する常勤言語聴覚士１人以上
・8㎡以上の集団コミュニケーション療法室を１室以上

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・専従する作業療法士を１人以上かつ１人当たり１日患者75人を標準
・専用施設の広さは、作業療法士１人に対して75㎡を標準

○ ○ ○ ○ ○ ○

イ
ロ
ハ

ニ

ホ

へ

※a

施設基準等(概要。詳細は厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数 (平成12年厚生省告示第
30号)、特定診療費の算定に関する留意事項について(平成12年老企第58号)を確認すること)

病院療養型 診療所型 認知症疾患型
算定の可否

要
届出

作業療法

言語聴覚療法

集団コミュニケーション療法

摂食機能療法

短期集中リハビリテーション

認知症短期集中リハビリテーション

精神科作業療法

認知症老人入院精神療法

常時頻回の喀痰吸引を実施している状態(当該月において1 日あたり8 回(夜間を含め約3 時間に1 回程度)以上実施している日が20日を超える場合をいう)
呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態(当該月において1週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っている)
中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態(中心静脈注射を実施し、かつ、塩酸ドパミン、塩酸ドブタミン、ミルリノン、アムリノン、塩酸オルプリノン、不整脈用剤又はニトロ
グリセリン(いずれも注射薬に限る。)を24時間以上持続投与している状態)
人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態(人工腎臓を各週2日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつもの)
 a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
 b 常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg 以下)
 c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
 d 出血性消化器病変を有するもの
 e 骨折を伴う2次性副甲状腺機能亢進症のもの
 f うっ血性心不全(NYHA Ⅲ度以上)のもの
重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態(持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg 以下が持続する状態、又は酸素吸入を行っても
動脈血酸素飽和度が90 ％以下の状態で、常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。)
膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4 級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該患者に対して、皮
膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。

特定診療費に関する留意事項等 ※長＝介護療養型医療施設、短＝(介護予防)短期入所療養介護

特定診療加算項目

感染対策指導管理

褥瘡対策指導管理

初期入院診療管理

重度療養管理(注：予防なし)

特定施設管理

重症皮膚潰瘍管理指導

薬剤管理指導

医学情報提供(Ⅰ)

医学情報提供(Ⅱ)

理学療法(Ⅰ)

理学療法(Ⅱ)
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＜短期入所療養介護特有の加算・留意事項など＞

〈人員・設備・運営に関する留意事項〉

【利用対象者について】

短期入所療養介護の対象者は

(１)利用者の心身の状況又は病状により

(２)家族の疾病、冠婚葬祭、出張等により

(３)家族の身体的及び精神的な負担軽減により

入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療一時的に

等を受ける必要がある者である。

【短期入所療養介護計画の作成】

１ 介護療養型医療施設の場合は、入院患者全員に施設サービス計画を作成するが、短

期入所療養介護の場合は、 に、居宅サービス計画概ね４日以上連続して利用する場合

に沿った短期入所療養介護計画を作成しなければならない。

２ 短期入所療養介護計画には、他の短期入所療養介護の従業者と協議の上、サービス

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければなら

ない。

３ 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容を利用者又はその家族に説明

し、利用者の同意を得た上、利用者に交付しなければならない。

４ ４日に満たない利用者においても、利用者の心身の状況を踏まえて必要な療養を提

供しなければならない。

【送迎について】

１ 通常の送迎の実施地域の範囲内に利用者の居宅がある場合は、片道につき１８４単
．

位の送迎加算を算定し、別に送迎費用を徴収することはできない。

送迎加算を算定した２ 通常の送迎の実施地域の範囲外に利用者の居宅がある場合は、
．

、通常の送迎の実施地域内における送迎に係る費用を超える部分について、利用上で
．．．．．

者から支払いを受けることが可能である。但しこの場合必ず運営規程に費用の算出の

事前に内容を記した文書を交付の上説明根拠(○kmにつき○円など)を明記した上で、

を行い、利用者の同意を得なければならない。

〈介護報酬に関する留意事項〉

【特定病院療養病床(特定診療所、特定認知症疾患型)短期入所療養介護費】

１ 日帰りで、利用時間に応じて単位数が変わる基本サービス費である。

２ 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時

看護職員による観察を必要とする を想定難病等を有する重度者又はがん末期の利用者

している。
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【緊急短期入所受入加算(介護予防は対象外)】

１ 介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が

必要となった場合であって、かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利

用することが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービスの担当介護支援

専門員が必要を認め、緊急に利用した場合に算定できる。

２ １についてやむを得ない事情により事後的に、居宅サービスの担当介護支援専門員

が必要であったと判断した場合についても、算定できる。

３ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合は、当該加算は算定できない。

４ 利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などは記録しておくこと。

、 、５ 緊急受入れに対応するため 居宅介護支援事業所や近隣の他事業所と情報共有に努め

窓口を明確化すること。また、空床状況の公表に努めること。

44



＜医療保険と介護保険の給付調整について＞

医療保険と介護保険の給付調整は、非常に質問が多く、算定誤りも多い分野である。

介護療養型医療施設と(介護予防)短期入所療養介護は、基本的に同じルールで運用さ

れるので、短期入所療養介護のみ単独で運営している医療機関も注意すること。

【介護療養型医療施設及び(介護予防)短期入所療養介護の給付調整に係る基本ルール】

１ 介護保険適用病床に入院、利用している入院患者、利用者については、同一の疾病

医療保険からの給付は行わないの・傷害について介護保険の給付を受けているため、

が原則。

※(介護予防)短期入所療養介護も同様。

医療保険適用病床に２ 急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合は、

ことが原則。転床させて、すべて医療保険で療養を行う

※(介護予防)短期入所療養介護も同様。

３ 介護保険適用病床において行われた医療が、医療保険から給付を受ける場合

(１)患者の状態、病床の空き状況等により転床させずに、緊急に介護保険適用病床で医

療行為が行われた場合は、介護保険の施設サービスに相当する療養以外の診療報酬を

入院外のレセプトで請求可能(＝入院基本料などは請求できない)。

※(介護予防)短期入所療養介護も同様。

(２)診療所又は療養病棟が１棟のみの病院において、あらかじめ届け出た最大２室８床

に入院する患者に対して行われた療養については、全額を医療保険から給付を受ける

ことができる。(通常は、要介護者以外の患者がやむを得ず介護保険適用病床に入院

する場合を想定している。)平成２４年度からは、有床診療所の柔軟な病床運用に鑑

み、有床診療所については全介護療養病床について算定可能とされた。

→(介護予防)短期入所療養介護のみ運営する医療機関は届出不可。

４ 介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他保険医療機関への受診等

について

(１)入院患者が、入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施

設以外での診療の必要が生じた場合には、他保険医療機関に転医又は対診を求めるこ

とが原則。

(２)眼科等の専門的な診療であり、かつ介護療養型医療施設で標榜していない診療科を

受診する必要が生じた場合、介護療養型医療施設は他科受診時費用３６２単位を算定

し、診療を行った他の保険医療機関は次の表に従って医療保険に請求を行う。

※介護療養型医療施設のみ。(介護予防)短期入所療養介護には他科受診時費用がな

い。

※入院患者が、他の保険医療機関を外来受診した場合に限り算定する。入院した場

合は含まない。
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算定できる費用 算定できない費用

初・再診料／短期滞在手術基本料１／検査／ 短期滞在手術基本料２、３／医学管理等／在宅医療／

画像診断／精神科専門療法／処置／手術／麻酔／ 投薬／注射／リハビリテーション／(専門的な診療科に

放射線治療／病理診断／専門的な診療科に特有な 特有な薬剤を用いた投薬・注射は除く)

薬剤を用いた投薬・注射

(３)歯科に係る療養は医療保険から給付を受ける。(一部算定不可)

※(介護予防)短期入所療養介護も同様。

※介護療養型医療施設は他科受診時費用を算定できる。

(４)継続して他の保険医療機関において人工腎臓(透析の処置)が必要となる場合について

は後述する。

(５)他医療機関の医師が介護療養型医療施設に赴き診療を行った場合

※介護療養型医療施設は他科受診時費用を算定できる。

【介護療養型医療施設及び(介護予防)短期入所療養介護の給付調整に係る各論ルール】

介護療養型医療施設又は(介護予防)短期入所療養介護事業１ 基本ルール３において、

医療保険に請求できる診療報酬所が

・ 給付調整他科受診時費用を算定する日は、事業所側は診療報酬を算定できない。

の表 で「○」となっているのは、全て専門的な診療を行った「他の(本資料Ｐ５０～)

保険医療機関」が算定できるもの。

・次の表は、他科受診時費用を算定しない日に、事業所側が算定できる診療報酬の一覧。

(介護予防)短期入所療養介護単独で運営している事業所も同じ。

介護療養型医療施設及び短期入所療養介護 介護療養型医療施設及び短期入所療養介護

(老人性認知症疾患型以外) (老人性認知症疾患型)

基本診療料は全て請求不可 基本診療料は精神科措置入院診療加算のみ請求可

医学管理料のうち算定できない診療報酬は次のとおり 医学管理料は全て請求不可

↓

入院栄養食事指導料、退院時共同指導料１、２、介護支援連携指導料、地域連携診療計画管理料、地域連携診療

計画退院時指導料(Ⅰ)(Ⅱ)、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、認知症専門診断管理料、認知症療

養指導料、肝炎インターフェロン治療計画料、退院前訪問指導料、薬剤管理指導料、診療情報提供料(Ⅰ)(注１、

３、４、７、８、１０、１１、１２)、診療情報提供料(Ⅱ)、退院時薬剤情報管理指導料

在宅医療は全て請求不可
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介護療養型医療施設及び短期入所療養介護 介護療養型医療施設及び短期入所療養介護

(老人性認知症疾患型以外) (老人性認知症疾患型)

検査料は全て算定不可

画像診断料のうち算定できない診療報酬は次のとおり 画像診断は全て請求不可

↓

第1節 エックス線診断料のうち、通則第4号、写真診断、撮影のそれぞれ単純撮影に限る

投薬のうち算定できる薬剤料は次のとおり(手技料は算定不可)

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用

疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用

抗ウイルス剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染

症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用

注射料のうち算定できる薬剤料は次のとおり(手技料は算定不可)

エリスロポエチン、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投

与された場合に限る。)の費用

疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用

インターフェロン製剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用

抗ウイルス剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染

症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用

血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の費用

リハビリテーション料のうち算定できる診療報酬は次の リハビリテーション料は全て算定不可

とおり

視能訓練、難病患者リハビリテーション料

精神科専門療法のうち算定できない診療報酬は次のとおり

通院・在宅精神療法、認知療法・認知行動療法、精神科作業療法、

精神科ショート・ケア（注５に係るものを除く 、精神科デイ・ケア（注５に係るものを除く））

精神科専門療法のうち、同一日に精神科作業療法又は認知症老人入院精神療法を行い、介護保険の特定診療費を

算定した場合には算定できない診療報酬は次のとおり

入院集団精神療法、入院生活技能訓練療法
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介護療養型医療施設及び短期入所療養介護 介護療養型医療施設及び短期入所療養介護

(老人性認知症疾患型以外) (老人性認知症疾患型)

処置料のうち算定できない診療報酬は次のとおり 処置料は全て算定不可

↓

創傷処置(手術日から起算して、14日以内の患者に対するものを除く。)、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テン

ト、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、膣洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、

口腔，咽喉処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛等処置、

鼻腔栄養、長期療養患者褥瘡等処置

手術料は全て算定可 手術料は全て算定不可

麻酔は全て算定可 麻酔は全て算定不可

放射線治療は全て算定可 放射線治療は全て算定不可

病理診断料は全て算定不可

２ 基本ルール２において、介護保険適用病床に入院している患者が、急性増悪等によ

り一般病棟に転棟した場合は、転棟後30日までの間は、新規入院患者と同様に取り扱

う。

それ以外の場合の入院期間の考え方は、介護保険適用の病床に入院している期間に

ついても、医療保険適用病床に入院している場合と同様に取り扱う。(＝原則通算)

３ その他給付調整に関する個別ルール

(１)人工腎臓(透析)が必要な入院患者について

・人工腎臓の所定点数は、施設サービス費に含まれない点数であるため、人工腎臓の

設備を有している場合、医療保険の外来レセプトにより請求が可能である。(老人性

認知症疾患型を除く)

・一方で、人工腎臓の設備を有していない場合、 となる。基本的には「転医」が原則

、 。・しかしやむを得ず他医療機関で人工腎臓を受ける場合は 次のとおり算定すること

他科受診時費用362単位を算定 人工腎臓を行う他医療機関・介護療養型医療施設は し、

する。は、前記の「算定できる費用」を算定

・このとき、透析を行う診療科は、広く言えば「内科」である場合が多いため、通常

「 」 、 「 」介護療養型医療施設においても 内科 を標榜している以上 厳密には 他科受診

とは言い難いが、人工腎臓を行うことの出来る設備を介護療養型医療施設が有して

いるとは限らないため となる。例外的に他科受診扱い
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(２)胃瘻カテーテルの交換に係る医療保険への請求について

経管栄養カテーテル交換法」により、交換用胃瘻カテーテルの材料料と併せて医療・「

できる。保険の外来レセプトで請求

画像診断又は内視鏡等により、カテーテル・但し 「経管栄養カテーテル交換法」は、、

。が確実に胃内に留置されたことを確認しなければ算定できない

・医療保険への請求は外来レセプトを用いて「摘要」欄に 介 と記載し、介護療養

型医療施設に入院中であることを注記すること。

単純撮影もしくは内視鏡検査で確認した場合は、レセプトの「摘要」欄にその旨必・

。(例： ○○により確認を行ったが、介護療養施設サービス費に含ず注記すること 「

まれているため請求していません 」)。

・介護療養施設サービス費に含まれない画像診断等(造影検査等)で確認した場合は、

外来レセプトで併せて算定できる。(＝単純撮影は請求できない)
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＜介護療養施設サービス費の範囲について＞

基本サービス費である介護療養施設サービス費に含まれてる費用は、別途請求する

ことはできない。介護保険だけでなく、医療保険との給付調整にも関係するところで

あるので、確認すること。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定

施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第40号)

第2の7(1)①

療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費については、

、 、医療保険の診療報酬点数表における (入院診療計画 院内感染対策入院基本料(※ａ)

褥瘡対策に係る費用分を除く)、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算並び

に ものであること。おむつ代(※ｃ)を含む

第2の7(1)②

認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療報酬点数表に

おける (入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除特定入院料(※ｂ)

く)及び ものであること。おむつ代(※ｃ)を含む

(１)※ａ「入院基本料」について

療養型介護療養施設サービス費・診療所型介護療養施設サービス費の場合

「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)

・病院(療養病棟)の場合

５三(3)療養病棟入院基本料に含まれる費用並びに含まれない薬剤及び注射薬の費第

用

療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検

査、投薬、注射並びに の費用(フィルムの費用を別表第五に掲げる画像診断及び処置

別表第五及び別表第五の一の二に含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、

の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。掲げる薬剤及び注射薬

・有床診療所療養病床の場合

６三(2)ハ 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる費用並びに含まれない薬剤第

及び注射薬の費用

５三(3)と同じであるので省略。上記、第
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※ａの入院基本料に含まれる＝施設サービス費に含む

※ａの入院基本料に含まれない＝施設サービス費に含まれない

特定入院基本料、 及び に含まれ別表第五 療養病棟入院基本料 有床診療所療養病床入院基本料

る画像診断及び処置並びにこれらに含まれない薬剤及び注射薬

含まれる画像診断一 これらに

写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

含まれる処置二 これらに

創傷処置(手術日から起算して14日以内の患者に対するものを除く。)、喀痰吸引、摘便、

酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、腟洗浄、

眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔、咽頭処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザ

ー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛等処置、鼻腔栄養、長期療養患者褥瘡等処置

三 これらに (特定入院基本料に係る場合を除く。)含まれない薬剤

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)及び疼痛

コントロールのための医療用麻薬

四 これらに (特定入院基本料に係る場合を除く。)含まれない注射薬

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリス

ロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して

投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち

腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻

薬

療別表第五の一の二 特定入院基本料に規定する厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬並びに

(略)養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれない薬剤及び注射薬

インターフェロン製剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)

抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候

群又はＨＩＶ感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
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「特定入院料」について(２)※ｂ

認知症疾患型介護療養施設サービス費の場合

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)

第1章 基本診療料 第2部 入院等 第３節特定入別表第１ 医科診療報酬点数表

院料 Ａ３１４認知症治療病棟入院料

注４ 診療に係る費用 注２及び注３に規定する加算、第２節に規定する臨床研修（

病院入院診療加算、 略 第２章第８部精神科専門療法に係る費用、･･･（中 ）･･･、

区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓(入院した日から起算して６０日以内の期間に

限る。)並びに は、認知症治療病棟入院料除外薬剤・注射薬に係る費用を除く ）

に ものとする。含まれる

(認知症治療病棟入院料における除外薬剤・注射薬は前記の別表第五の一の二と同じなので省略)

以上のことから、認知症疾患型介護療養型医療施設の場合、上記 以外のいかなる

医療保険に請求できるのは精神科処置、手術、リハビリも医療保険へ請求できない。

である。専門療法及び除外薬剤・注射薬だけ

（次ページしかしながら、医療保険と介護保険の給付調整に係る留意事項通知の表

によると、医療保険で算定できる薬剤、注射薬は、老人性認知症疾患型も、通以降）

薬剤、注射常の病院、診療所型の介護療養型医療施設と同じ扱いになっているため、

、 。 、薬については 表に記載のあるものについては算定できる 一方で精神科専門療法は

全ての診療報酬が請求できるわけではないので、個別に確認が必要である。

また、画像診断や処置等は請求できないので注意が必要である。

(３)※ｃ おむつ代について

療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、認知症疾患

型介護療養施設サービス費全てに共通の内容

「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」平成12年老企第54号

(別紙)各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について

介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サ(7)留意事項④

ービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所者等並びに短期入所

生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療

養介護の利用者のおむつに係る費用については、保険給付の対象とされていること

おむつに係る費から、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれらに係る洗濯代等

留意すること。用は一切徴収できないことに

《よくある質問》

防水シーツは自己負担を求めてよいか？→不可

おむつを持参させるのはよいか？→不可

おむつ交換の際に使用する手袋の自己負担を求めてよいか？→不可
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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

（平成24年３月30日保医発0330第10号）

別添８

(別紙)

うち、小規模多機能
型居宅介護又は複合
型サービスを受けて
いる患者（宿泊サー
ビスに限る）

うち、外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介
護又は外部サービス利用型
指定介護予防特定施設入居
者生活介護を受ける者が入
居する施設

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

併設保険医療機関
併設保険医療機関
以外の保険医療機
関

× × ○ × ○ ×
○

(入院に係るもの
を除く。)

○
(配置医師が行う場合を除く。)

○ ×

○
(Ａ４００の１短
期滞在手術等基本
料１に限る。)

○
(Ａ２２７精神科
措置入院診療加算
に限る。)

○
(Ａ４００の１短
期滞在手術等基本
料１に限る。)

―

○ ―

― ― × ― ×
○
※１

― ― × ― ×
○
※１

― ― × ― ×
○
※１

― ― × ― ×
○
※１

― ― × ― ×
○
※１

― ― × ― ×
○
※１

― ― × ― ×
○

（配置医師が行う場合を除く。）

― ― × ― ×
○

（配置医師が行う場合を除く。）

○ ×

注２加算 ○ ×

○ ―

○ ―

○ ―

― ×

○ ―

― ○

○
（療養病棟に入院
中の者に限る）

― ○ ― × ○

○
（療養病棟に入院
中の者に限る）

― ○ ― × ○

○
（療養病棟に入院
中の者に限る）

○

○ ○

○ ―

○ ―

注１ ○ ○

注２ ○

○
(短期入所療養介
護又は介護予防短
期入所療養介護を
受けている場合に

限る。)

× ×

注３及び注１３ ○ ○

ア.介護老人保健施設
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室に限る。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床を除く。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室又は認知症病棟の病床を除
く。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床に限る。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(認知症病棟の病床に
限る。)を受けている患者

―

―

×

×

○

○

自宅、社会福祉施設、身体障害者施設等
(短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護を受けているものを除

く。)
※１

―

―

×

○

○

―

○

×

×

×

×

３．入所中の患者２．入院中の患者
１．入院中の患者以外の患者

(次の施設に入居又は入所する者を含み、３の患者を除く。)

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

ア.介護老人福祉施設又は地域密着型
介護老人福祉施設
イ.短期入所生活介護又は介護予防短
期入所生活介護を受けている患者

認知症対応型グ
ループホーム(認
知症対応型共同生
活介護又は介護予
防認知症対応型共
同生活介護)

介護療養型医療施
設の病床以外の病
床(短期入所療養
介護又は介護予防
短期入所療養介護
を受けている患者
を除く。)

Ｂ００１－２－６　夜間休日救急搬送医学管理料

区　分

Ｂ００１の10　入院栄養食事指導料

○

○

○

○

○

特定施設(指定特定施設、指定地域密
着型特定施設及び指定介護予防特定
施設に限る。)

基
本

特
掲

Ｂ００９　診療情報提供料(Ⅰ)

Ｂ００５－８　肝炎インターフェロン治療計画料

Ｂ００１－２－７　外来リハビリテーション診療料

Ｂ００５－７　認知症専門診断管理料２

○

―

Ｂ００１－２－８　外来放射線照射診療料

Ｂ００４　退院時共同指導料１

Ｂ００５－７－２　認知症療養指導料

Ｂ００７　退院前訪問指導料

入院料等

―

× ×

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

除く。)

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

除く。)

Ｂ００１の26　植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管
理料

Ｂ００１の27　糖尿病透析予防指導管理料

Ｂ００１－２－５　院内トリアージ実施料

Ｂ００５－６－２　がん治療連携指導料

Ｂ００５－７　認知症専門診断管理料１

×

×

×

× ×

×

Ｂ００５－３－２　地域連携診療計画退院時指導料
(Ⅱ)

Ｂ００５－６　がん治療連携計画策定料

医
学
管
理
等

Ｂ００１の24　外来緩和ケア管理料

Ｂ００１の25　移植後患者指導管理料

×

×

×

×

×

×

×

×

―

×

×

―

×

―

―

―

― × ―

×

×― ―

×

× ×

初・再診料

× ×

× ×

○

Ｂ００５　退院時共同指導料２

Ｂ００５－１－２　介護支援連携指導料

Ｂ００５－２　地域連携診療計画管理料
Ｂ００５－３　地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)

―

―

―

○

―

○

○

Ｂ００８　薬剤管理指導料

× ×
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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

（平成24年３月30日保医発0330第10号）

別添８

うち、小規模多機能
型居宅介護又は複合
型サービスを受けて
いる患者（宿泊サー
ビスに限る）

うち、外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介
護又は外部サービス利用型
指定介護予防特定施設入居
者生活介護を受ける者が入
居する施設

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

併設保険医療機関
併設保険医療機関
以外の保険医療機
関

ア.介護老人保健施設
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室に限る。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床を除く。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室又は認知症病棟の病床を除
く。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床に限る。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(認知症病棟の病床に
限る。)を受けている患者

自宅、社会福祉施設、身体障害者施設等
(短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護を受けているものを除

く。)
※１

３．入所中の患者２．入院中の患者
１．入院中の患者以外の患者

(次の施設に入居又は入所する者を含み、３の患者を除く。)

ア.介護老人福祉施設又は地域密着型
介護老人福祉施設
イ.短期入所生活介護又は介護予防短
期入所生活介護を受けている患者

認知症対応型グ
ループホーム(認
知症対応型共同生
活介護又は介護予
防認知症対応型共
同生活介護)

介護療養型医療施
設の病床以外の病
床(短期入所療養
介護又は介護予防
短期入所療養介護
を受けている患者
を除く。)

区　分

特定施設(指定特定施設、指定地域密
着型特定施設及び指定介護予防特定
施設に限る。)

注４ ○ × ○ ×

注５及び注６ ○ ○ × ○

注７加算及び注８加算 ○ ○

注９加算 ○ ○ × ○

注10加算(認知症専門医療機関連携加算)
注11加算(精神科医連携加算)
注12加算(肝炎インターフェロン治療連携加算)

― ○

○ ○

○ ―

○ ○ ×
○
※１

― × ○
○

(配置医師が行う場合を除く。)

―

○
※８

(死亡日からさかのぼって30日以内の
患者及び末期の悪性腫瘍の患者に限
る。ただし、看取り介護加算を算定
している場合には、在宅ターミナル
ケア加算・看取り加算は算定できな

い。)

○
(養護老人ホーム、
軽費老人ホームA型
及び特別養護老人
ホームの入所者を

除く。)

○ ○ ― ○ ― ―

○
(定員110名以下の
養護老人ホーム及
び軽費老人ホームA
型の入所者並びに
特別養護老人ホー
ムの入所者(末期の
悪性腫瘍のものに
限る。)に限る。)

― ― ○ ― ―

○
※８

(死亡日からさかのぼって30日以内の
患者及び末期の悪性腫瘍の患者に限

る。)

× ○ ― ×

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

在宅ターミナルケア加算及び同一建物居住者ターミ
ナルケア加算

―

○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。ただ
し、看取り介護加算を算定している
場合には、算定できない。)

在宅移行管理加算 ―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

その他の加算 ―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

〇
○
※２

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

注２ ― ―

特
掲

Ｃ００３　在宅がん医療総合診療料

Ｃ００５　在宅患者訪問看護・指導料
Ｃ００５－１－２　同一建物居住者訪問看護・指導料
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付
される訪問指導を行うか否かにより該当する区分を算
定)

在
宅
医
療

Ｃ００２　在宅時医学総合管理料

Ｃ００２－２　特定施設入居時等医学総合管理料

Ｃ００６　在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
料
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付
される訪問指導を行うか否かにより該当する区分を算
定)

Ｃ０００　往診料
Ｃ０１２　在宅患者共同診療料１

Ｃ００１　在宅患者訪問診療料
Ｃ０１２　在宅患者共同診療料２
Ｃ０１２　在宅患者共同診療料３
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付
される訪問診療を行うか否かにより該当する区分を算
定)

Ｃ００５－２　在宅患者訪問点滴注射管理指導料

○

○

○

○

○

○

×

×

Ｂ０１４　退院時薬剤情報管理指導料

上記以外 ○

―

○ × ×

×

×

×

×

―

○

○

Ｂ０１０　診療情報提供料(Ⅱ) ×

―

― ―

――

― ―

×― ―

― ―

― ―

―

―

―

×

×

― ―

―× ×

×

○
※２

― ― ―

― ―

×

×

×

―

×

○
※２

○
※２

(同一月において、介護保険の特別管理加算を算定していない場合に限る。)

○
※２

（同一月において、介護保険のターミナルケア加算又は看取り介護加算を算定していない場合に限
る。）

○
※２

―

×

―

―

××

―

―

―― ―

○
(急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要な患者に限る。)
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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

（平成24年３月30日保医発0330第10号）

別添８

うち、小規模多機能
型居宅介護又は複合
型サービスを受けて
いる患者（宿泊サー
ビスに限る）

うち、外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介
護又は外部サービス利用型
指定介護予防特定施設入居
者生活介護を受ける者が入
居する施設

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

併設保険医療機関
併設保険医療機関
以外の保険医療機
関

ア.介護老人保健施設
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室に限る。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床を除く。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室又は認知症病棟の病床を除
く。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床に限る。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(認知症病棟の病床に
限る。)を受けている患者

自宅、社会福祉施設、身体障害者施設等
(短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護を受けているものを除

く。)
※１

３．入所中の患者２．入院中の患者
１．入院中の患者以外の患者

(次の施設に入居又は入所する者を含み、３の患者を除く。)

ア.介護老人福祉施設又は地域密着型
介護老人福祉施設
イ.短期入所生活介護又は介護予防短
期入所生活介護を受けている患者

認知症対応型グ
ループホーム(認
知症対応型共同生
活介護又は介護予
防認知症対応型共
同生活介護)

介護療養型医療施
設の病床以外の病
床(短期入所療養
介護又は介護予防
短期入所療養介護
を受けている患者
を除く。)

区　分

特定施設(指定特定施設、指定地域密
着型特定施設及び指定介護予防特定
施設に限る。)

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ― ― ― ― ― ― ―

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

― ×

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

―
○
※１

― ○

○ × ○ × ○ ○

○
○

(単純撮影に係る
ものを除く。)

○ × ○ ○

○
○
※３

○
(専門的な診療に
特有な薬剤に係る
ものに限る。)

○
※３

○
(専門的な診療に
特有な薬剤に係る
ものに限る。)

○

○
○
※４

○
(専門的な診療に
特有な薬剤に係る
ものに限る。)

○
※４

○
(専門的な診療に
特有な薬剤に係る
ものに限る。)

○

○

○
(Ｈ００５視能訓
練及びＨ００６難
病患者リハビリ
テーション料に限

る。)

×

○
(同一の疾患等について、介護保険に
おけるリハビリテーションを行った
日から２ヶ月を経過した日以降は算

定不可)

― ― ○
○
※１

― ― ―

○
(ただし、往診時に行う場合には精神
療法が必要な理由を診療録に記載す

ること。)

― ― ○

○
(ただし、往診時に行う場合には精神
療法が必要な理由を診療録に記載す

ること。)

○
(同一日におい
て、特定診療費を
算定する場合を除

く。)

―

○ × ○ × ○ ○

○
(同一日におい
て、特定診療費を
算定する場合を除

く。)

―

Ｃ００７－２　介護職員喀痰吸引等指示料 ○

Ｉ００８　入院生活技能訓練療法

○
(同一の疾患等について、介護保険におけるリハビリテーションを行った日から２ヶ月を経過した

日以降は算定不可)

Ｉ００５　入院集団精神療法

Ｉ００２　通院・在宅精神療法
（１通院精神療法に限る）

―

―

Ｃ００７　訪問看護指示料

リハビリテーション

Ｃ００８　在宅患者訪問薬剤管理指導料
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付
される訪問指導を行うか否かにより該当する区分を算
定)

Ｃ００９　在宅患者訪問栄養食事指導料
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付
される訪問指導を行うか否かにより該当する区分を算
定)

Ｃ０１３　在宅患者訪問褥瘡管理指導料

検査

投薬

画像診断

注射

Ｉ００７　精神科作業療法

第２節第２款に掲げる在宅療養指導管理材料加算

×

×

○

○

○

×

Ｃ０１０　在宅患者連携指導料

Ｃ０１１　在宅患者緊急時等カンファレンス料

第２節第１款に掲げる在宅療養指導管理料

×

×

― ―

―

―

―

×

―

○
※７

―

―

○
※５

○

○

×

―

×

×

○ ― ―

○

○
(同一日において、特定診療費を算定

する場合を除く。)

○
(同一日において、特定診療費を算定

する場合を除く。)

○

○

○

○

×

×

○

○
※７

○
※３

―

―

― ―

―

×

×

○
(同一日において、特定診療費を算定

する場合を除く。)

―

○

―
○

(同一日において、特定診療費を算定
する場合を除く。)

×

Ｉ００３－２　認知療法・認知行動療法 ○ × ×

Ｉ００２　通院・在宅精神療法
（２在宅精神療法に限る）

××○
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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

（平成24年３月30日保医発0330第10号）

別添８

うち、小規模多機能
型居宅介護又は複合
型サービスを受けて
いる患者（宿泊サー
ビスに限る）

うち、外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介
護又は外部サービス利用型
指定介護予防特定施設入居
者生活介護を受ける者が入
居する施設

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

併設保険医療機関
併設保険医療機関
以外の保険医療機
関

ア.介護老人保健施設
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室に限る。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床を除く。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室又は認知症病棟の病床を除
く。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床に限る。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(認知症病棟の病床に
限る。)を受けている患者

自宅、社会福祉施設、身体障害者施設等
(短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護を受けているものを除

く。)
※１

３．入所中の患者２．入院中の患者
１．入院中の患者以外の患者

(次の施設に入居又は入所する者を含み、３の患者を除く。)

ア.介護老人福祉施設又は地域密着型
介護老人福祉施設
イ.短期入所生活介護又は介護予防短
期入所生活介護を受けている患者

認知症対応型グ
ループホーム(認
知症対応型共同生
活介護又は介護予
防認知症対応型共
同生活介護)

介護療養型医療施
設の病床以外の病
床(短期入所療養
介護又は介護予防
短期入所療養介護
を受けている患者
を除く。)

区　分

特定施設(指定特定施設、指定地域密
着型特定施設及び指定介護予防特定
施設に限る。)

○
(認知症対応型通所
介護費又は通所リ
ハビリテーション
費を算定した日以
外の日は算定可)

○

○
（精神科退院指導
料を算定したもの
に限る。）

―

○
（精神科退院指導
料を算定したもの
に限る。）

―

○
（精神科退院指導
料を算定したもの
に限る。）

○

注５ ○ ○ ― ○ ― ―

○
(認知症対応型通所
介護費又は通所リ
ハビリテーション
費を算定した日以
外の日は算定可)

○ ― ○

○ ○ ― ○ ― ―

― ― ― ― ― ― ―
○
※９

○ ― ― ― ― ― ― ― ―

○
(認知症対応型通所
介護費又は通所リ
ハビリテーション
費を算定した日以
外の日は算定可)

○

○
(認知症である老
人であって日常生
活自立度判定基準
がランクＭのもの
に限る。)

― ○

× ― ×

○
○
※１

○
○
※６

○ × ○ ○

○ × ○ ○

○ × ○ ○

○ × ○ ○

○ × ○ × ○ ○

○ ○

○ ―

○ ―

○ ―

― ○

○ ―

○ ―

○

○ ○

○

Ｉ０１０　精神科ナイト・ケア
Ｉ０１０－２　精神科デイ・ナイト・ケア

―

―

○

○

Ｂ００４－９　介護支援連携指導料

Ｂ００６－３　がん治療連携計画策定料

Ｂ００６－３－２　がん治療連携指導料

Ｂ００８　薬剤管理指導料

Ｉ０１２　精神科訪問看護・指導料（Ⅱ）

特
掲

特
掲

上記以外

麻酔

Ｉ０１１　精神科退院指導料
Ｉ０１１－２　精神科退院前訪問指導料

Ｉ０１５　重度認知症患者デイ・ケア料

○

放射線治療

処置

Ｉ０１２　精神科訪問看護・指導料（Ⅰ）及び（Ⅲ）
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付
される訪問看護を行うか否かにより該当する区分を算
定)

Ｉ０１２－２　精神科訪問看護指示料

Ｉ００８－２　精神科ショート・ケア
Ｉ００９　精神科デイ・ケア

精
神
科
専
門
療
法

○
(当該療法を行っている期間内において、認知症対応型
通所介護費又は通所リハビリテーション費を算定した場

合は算定不可)

○
(重度認知症患者デイ・ケアを行って
いる期間内において、認知症対応型
通所介護費又は通所リハビリテー
ション費を算定した場合は算定不可)

―

病理診断

×○ ○

×

Ｂ０００－４　歯科疾患管理料
Ｂ００２　歯科特定疾患療養管理料

手術

―Ｂ００４－１－４　入院栄養食事指導料

× ―

○

〇
※９

○

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

除く。)

―

―×

×

○

○

―

― ―

○
※７

×―

― ×

―

―

○

×

×

×

○

○

○
※９

○ ― ― ― ― ―

―

―

○
(当該療法を行っている期間内において、認知症対応型
通所介護費又は通所リハビリテーション費を算定した場

合は算定不可)

× ×

×

○

―

×

○

―

×

×

○

×

Ｉ０１６　精神科重症患者早期集中支援管理料 ― ― ×

○
※７

○
※７

―

―

Ｂ００７　退院前訪問指導料 ―
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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

（平成24年３月30日保医発0330第10号）

別添８

うち、小規模多機能
型居宅介護又は複合
型サービスを受けて
いる患者（宿泊サー
ビスに限る）

うち、外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介
護又は外部サービス利用型
指定介護予防特定施設入居
者生活介護を受ける者が入
居する施設

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

併設保険医療機関
併設保険医療機関
以外の保険医療機
関

ア.介護老人保健施設
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室に限る。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床を除く。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室又は認知症病棟の病床を除
く。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床に限る。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(認知症病棟の病床に
限る。)を受けている患者

自宅、社会福祉施設、身体障害者施設等
(短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護を受けているものを除

く。)
※１

３．入所中の患者２．入院中の患者
１．入院中の患者以外の患者

(次の施設に入居又は入所する者を含み、３の患者を除く。)

ア.介護老人福祉施設又は地域密着型
介護老人福祉施設
イ.短期入所生活介護又は介護予防短
期入所生活介護を受けている患者

認知症対応型グ
ループホーム(認
知症対応型共同生
活介護又は介護予
防認知症対応型共
同生活介護)

介護療養型医療施
設の病床以外の病
床(短期入所療養
介護又は介護予防
短期入所療養介護
を受けている患者
を除く。)

区　分

特定施設(指定特定施設、指定地域密
着型特定施設及び指定介護予防特定
施設に限る。)

○ ○

○ ―

○ ×

○ ―

○ ○

○ ○

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

○ ○

― ○

― ○

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

○ ×

― ○

― ○

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

―
○
※９

○ ― ― ―

○ ―

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

調
剤

調
剤

○
※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者

上記以外

歯
科

特別管理加算

24時間対応体制加算
24時間連絡体制加算

○

○
※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者

(同一月おいて、緊急時訪問看護加算又は緊急時介護予防訪問看護加算を算定していない場合に限
る。)

０１－３　訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護基本
療養費(Ⅳ)

―

０２　訪問看護管理療養費

×

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

除く。)
１５の５　服薬情報等提供料

１５の４　退院時共同指導料

１５の２　在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

Ｂ０１４　退院時共同指導料１

×

○

Ｂ０１１－４　退院時薬剤情報管理指導料

×

―

上記以外

１３　長期投薬情報提供料
１４の２　外来服薬支援料

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

除く。)
― ― ―

○

○
(同一日において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

除く。)

―

―

１５　在宅患者訪問薬剤管理指導料

Ｃ００１　訪問歯科衛生指導料

Ｂ０１５　退院時共同指導料２

Ｃ００３　在宅患者訪問薬剤管理指導料

Ｃ００７　在宅患者連携指導料

Ｃ００８　在宅患者緊急時等カンファレンス料

―

×

×

○

―

１５の３　在宅患者緊急時等共同指導料

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を

除く。)

○
※２

○
※９

―

○

―

Ｃ００１－３　歯科疾患在宅療養管理料

０１－２　精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)(注加算を含む。)

× ×

―

×

―

×

―

― ―

―

―

○ ○

―

―

―

―

―

―

×

×

○ ○

○

○

― ―

―

○
※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者

(同一月おいて、介護保険の特別管理加算を算定していない場合に限る。)

×

×

○

――

○

×

―

― ― ―

○

―

×

―

×

○

×

―

―

○

×

―

―

○ ○

―

―

― ―

×

１０　薬剤服用歴管理指導料

○
(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を
除く。ただし、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が

行われた場合には算定可)

―

×

―

Ｂ００９　診療情報提供料(Ⅰ)(注２及び注６)
○

(同一月において、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合を
除く。)

０１　訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)(注加算を含む。)
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付され
る訪問看護を行うか否かにより該当する区分を算定)

― ― ―

０１－２　精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)(注加算
を含む)
(同一建物において同一日に２件以上医療保険から給付され
る訪問看護を行うか否かにより該当する区分を算定)

― ― ―
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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

（平成24年３月30日保医発0330第10号）

別添８

うち、小規模多機能
型居宅介護又は複合
型サービスを受けて
いる患者（宿泊サー
ビスに限る）

うち、外部サービス利用型
指定特定施設入居者生活介
護又は外部サービス利用型
指定介護予防特定施設入居
者生活介護を受ける者が入
居する施設

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定しな
い日の場合

介護療養施設サー
ビス費のうち、他
科受診時費用(362
単位)を算定した
日の場合

併設保険医療機関
併設保険医療機関
以外の保険医療機
関

ア.介護老人保健施設
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室に限る。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床を除く。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設の
療養室又は認知症病棟の病床を除
く。)を受けている患者

ア.介護療養型医療施設(認知症病棟
の病床に限る。)
イ.短期入所療養介護又は介護予防短
期入所療養介護(認知症病棟の病床に
限る。)を受けている患者

自宅、社会福祉施設、身体障害者施設等
(短期入所生活介護、介護予防短期入所生
活介護、短期入所療養介護又は介護予防
短期入所療養介護を受けているものを除

く。)
※１

３．入所中の患者２．入院中の患者
１．入院中の患者以外の患者

(次の施設に入居又は入所する者を含み、３の患者を除く。)

ア.介護老人福祉施設又は地域密着型
介護老人福祉施設
イ.短期入所生活介護又は介護予防短
期入所生活介護を受けている患者

認知症対応型グ
ループホーム(認
知症対応型共同生
活介護又は介護予
防認知症対応型共
同生活介護)

介護療養型医療施
設の病床以外の病
床(短期入所療養
介護又は介護予防
短期入所療養介護
を受けている患者
を除く。)

区　分

特定施設(指定特定施設、指定地域密
着型特定施設及び指定介護予防特定
施設に限る。)

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

―
○

(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

― ×

―

○
(末期の悪性腫瘍の患者に限る。ただ
し、看取り介護加算を算定している
場合には、算定できない。)

※１

※２

※３

※４

※５

※６

※７

※８ 死亡日からさかのぼって30日以内の患者については、当該患者を当該特別養護老人ホーム（看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。）において看取った場合（在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院若しくは当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により行われたものに限る。）に限る。
※９

― ―

検査、リハビリテーション、処置、手術又は麻酔について、それぞれ、特掲診療料の施設基準(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第12の第１号、第２号、第３号、第４号又は第５号に掲げるものを除く。

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。
　・エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
　・ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
　・疼痛コントロールのための医療用麻薬
　・インターフェロン製剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)
　・抗ウイルス剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能又は効果を有するものに限る。)
　・血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、膣洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔、咽頭処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛
等処置、鼻腔栄養及び長期療養患者褥瘡等処置を除く。

次に掲げる薬剤の薬剤料に限る。
　・抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)
　・疼痛コントロールのための医療用麻薬
　・抗ウイルス剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者に限る。

次に掲げる費用に限る。
　・外来化学療法加算
　・静脈内注射(保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの及び外来化学療法加算を算定するものに限る。)
　・動脈注射(外来化学療法加算を算定するものに限る。)
　・抗悪性腫瘍剤局所持続注入(外来化学療法加算を算定するものに限る。)
　・肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(外来化学療法加算を算定するものに限る。)
　・点滴注射(保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの及び外来化学療法加算を算定するものに限る。)
　・中心静脈注射(外来化学療法加算を算定するものに限る。)
　・埋込型カテーテルによる中心静脈注射(外来化学療法加算を算定するものに限る。)
　・エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)の費用
　・ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)の費用
　・抗悪性腫瘍剤(外来化学療法加算を算定する注射に係るものに限る。)の費用
　・疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
　・インターフェロン製剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
　・抗ウイルス剤(Ｂ型肝炎又はＣ型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はＨＩＶ感染症の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
　・血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の費用

社会福祉施設、身体障害者施設等、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入居又は入所する者に係る診療報酬の算定については、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年３月31日保医発第0331002号)に特段の規定がある場合には、当該規定が適用されるものであること。

― ― ―

退院時共同指導加算
○

※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者
― ― ―

在宅患者連携指導加算 × ― ― ―

○
※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者

(同一月において、介護保険による訪問看護を受けていない場合に限る。)
― ―

― ―
○

※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者
―

退院支援指導加算

〇
※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者

(末期の悪性腫瘍等の患者である場合又は退院後行う初回の訪問看護が特別訪問看護指示書に係る
指定訪問看護である場合に限る。)

〇
※２又は精神科訪問看護基本療養費を算定できる者

（同一月において、介護保険による看取り介護加算を算
定していない合に限る。)

―

認知症でない患者に限る。（ただし、精神科重症者早期集中支援管理料を算定する患者にあってはこの限りではない。）

０３　訪問看護情報提供療養費 ―

０５　訪問看護ターミナルケア療養費

○
※２又は精神科訪問看護基本療養費を算

定できる者
(同一月において、介護保険によるターミ
ナルケア加算を算定していない場合に限

る。)
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：平成２７年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費
　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造
　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　介護療養施設サービス

　　　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

　　　ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

　　　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造 （案）

介　護　サ　ー　ビ　ス

Ⅰ－資料１
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９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者の
数の合計数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は言語
聴覚士の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

夜勤職員配
置加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア加
算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

重度療養管
理加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 750 単位）

要介護２ （ 795 単位）

要介護３ （ 856 単位）

要介護４ （ 908 単位）

要介護５ （ 959 単位）

要介護１ （ 788 単位）

要介護２ （ 859 単位）

要介護３ （ 921 単位）

要介護４ （ 977 単位）

要介護５ （ 1,032 単位）

要介護１ （ 823 単位）

要介護２ （ 871 単位）

要介護３ （ 932 単位）

要介護４ （ 983 単位）

要介護５ （ 1,036 単位）

要介護１ （ 867 単位）

要介護２ （ 941 単位）

要介護３ （ 1,003 単位）

要介護４ （ 1,059 単位）

要介護５ （ 1,114 単位）

要介護１ （ 778 単位）

要介護２ （ 859 単位）

要介護３ （ 972 単位）

要介護４ （ 1,048 単位）

要介護５ （ 1,122 単位）

要介護１ （ 778 単位）

要介護２ （ 859 単位）

要介護３ （ 1,041 単位）

要介護４ （ 1,115 単位）

要介護５ （ 1,190 単位）

要介護１ （ 855 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,051 単位）

要介護４ （ 1,126 単位）

要介護５ （ 1,200 単位）

要介護１ （ 855 単位）

要介護２ （ 937 単位）

要介護３ （ 1,118 単位）

要介護４ （ 1,193 単位）

要介護５ （ 1,268 単位）

要介護１ （ 778 単位）

要介護２ （ 853 単位）

要介護３ （ 946 単位）

要介護４ （ 1,021 単位）

要介護５ （ 1,095 単位）

要介護１ （ 778 単位）

要介護２ （ 853 単位）

要介護３ （ 1,014 単位）

要介護４ （ 1,089 単位）

要介護５ （ 1,164 単位）

要介護１ （ 855 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,024 単位）

要介護４ （ 1,098 単位）

要介護５ （ 1,173 単位）

要介護１ （ 855 単位）

要介護２ （ 931 単位）

要介護３ （ 1,092 単位）

要介護４ （ 1,167 単位）

要介護５ （ 1,241 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 936 単位）

要介護４ （ 989 単位）

要介護５ （ 1,040 単位）

要介護１ （ 871 単位）

要介護２ （ 945 単位）

要介護３ （ 1,007 単位）

要介護４ （ 1,063 単位）

要介護５ （ 1,118 単位）

要介護１ （ 829 単位）

要介護２ （ 874 単位）

要介護３ （ 936 単位）

要介護４ （ 989 単位）

要介護５ （ 1,040 単位）

要介護１ （ 871 単位）

要介護２ （ 945 単位）

要介護３ （ 1,007 単位）

要介護４ （ 1,063 単位）

要介護５ （ 1,118 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,021 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,284 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,021 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,277 単位）

要介護５ （ 1,352 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,021 単位）

要介護３ （ 1,134 単位）

要介護４ （ 1,210 単位）

要介護５ （ 1,284 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,021 単位）

要介護３ （ 1,203 単位）

要介護４ （ 1,277 単位）

要介護５ （ 1,352 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,015 単位）

要介護３ （ 1,108 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,257 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,015 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,251 単位）

要介護５ （ 1,326 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,015 単位）

要介護３ （ 1,108 単位）

要介護４ （ 1,183 単位）

要介護５ （ 1,257 単位）

要介護１ （ 940 単位）

要介護２ （ 1,015 単位）

要介護３ （ 1,176 単位）

要介護４ （ 1,251 単位）

要介護５ （ 1,326 単位）

（ 654 単位）

（ 905 単位）

（ 1,257 単位）

（一）　緊急時治療管理

　：　特別療養費と緊急時施設療養費、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化加算を適用しない。

（７）　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２７／１０００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（２）の９０／１００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（２）のう８０／１００）

（４）　療養食加算
　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（５）　緊急時施設療養費

療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５１１単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５１１単位を算定）

（二）　特定治療

（６）　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　（１日につき　６単位を加算）

＋６０単位
（要介護４・５

に限る）
（ニ）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　（1日につき　２７単位を加算）

＋９０単位
（７日間を

限度）

＋１２０単位

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

（３）　特定介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

＋６０単位

×９７／１００

＋２４０単位

＋７６単位

＋２００単位
（７日間を

限度）

（三）　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　（Ⅲ）
　　＜療養型老健：
　　　看護オンコール体制＞

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【療養強化型】

1日につき
＋１２０単位

（要介護４・５
に限る）

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【従来型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【在宅強化型】

（二）　ユニット型介護老人
   保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【療養強化型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型準個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

＋２４単位

ｃ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【療養強化型】

（２）　ユニット型介護老人保健
　　施設短期入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人
　　保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【従来型】

（三）　ユニット型介護老人
　　保健施設短期入所療養
　　介護費（Ⅲ）
　　＜療養型老健：
　　　看護オンコール体制＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型準個室＞【療養強化型】

1日につき
＋１２０単位

（要介護４・５
に限る）

片道につき
＋１８４単位

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【在宅強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【従来型】

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【在宅強化型】

（二）　介護老人保健施設
   短期入所療養介護費
　　（Ⅱ）
　　＜療養型老健：
　　　看護職員を配置＞

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜従来型個室＞【療養強化型】

ｃ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅲ）
  ＜多床室＞【療養型】

ｄ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅳ）
  ＜多床室＞【療養強化型】

基本部分

注

（１）　介護老人保健施設短期
　　入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費
　　（Ⅰ）

ａ　介護老人保健施設
  短期入所療養介護費（ⅰ）

  ＜従来型個室＞【従来型】

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００
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ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合 又

は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準
に定められた看
護職員の員数
に20/100を乗
じて得た数未満
の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置し
ていない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整備
である場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置につ
いて医療法施
行規則第４９条
の規定が適用さ
れている場合

夜勤を行う職員
の勤務条件に
関する基準の区
分による加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ 691 単位）

要介護２ （ 794 単位）

要介護３ （ 1,017 単位）

要介護４ （ 1,112 単位）

要介護５ （ 1,197 単位）

要介護１ （ 719 単位）

要介護２ （ 827 単位）

要介護３ （ 1,060 単位）

要介護４ （ 1,159 単位）

要介護５ （ 1,248 単位）

要介護１ （ 709 単位）

要介護２ （ 815 単位）

要介護３ （ 1,045 単位）

要介護４ （ 1,142 単位）

要介護５ （ 1,230 単位）

要介護１ （ 795 単位）

要介護２ （ 898 単位）

要介護３ （ 1,121 単位）

要介護４ （ 1,216 単位）

要介護５ （ 1,301 単位）

要介護１ （ 828 単位）

要介護２ （ 936 単位）

要介護３ （ 1,169 単位）

要介護４ （ 1,268 単位）

要介護５ （ 1,357 単位）

要介護１ （ 816 単位）

要介護２ （ 923 単位）

要介護３ （ 1,152 単位）

要介護４ （ 1,249 単位）

要介護５ （ 1,337 単位）

要介護１ （ 636 単位）

要介護２ （ 739 単位）

要介護３ （ 891 単位）

要介護４ （ 1,037 単位）

要介護５ （ 1,077 単位）

要介護１ （ 651 単位）

要介護２ （ 757 単位）

要介護３ （ 912 単位）

要介護４ （ 1,062 単位）

要介護５ （ 1,103 単位）

要介護１ （ 741 単位）

要介護２ （ 844 単位）

要介護３ （ 995 単位）

要介護４ （ 1,142 単位）

要介護５ （ 1,181 単位）

要介護１ （ 759 単位）

要介護２ （ 864 単位）

要介護３ （ 1,019 単位）

要介護４ （ 1,169 単位）

要介護５ （ 1,209 単位）

要介護１ （ 614 単位）

要介護２ （ 720 単位）

要介護３ （ 863 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,051 単位）

要介護１ （ 720 単位）

要介護２ （ 825 単位）

要介護３ （ 969 単位）

要介護４ （ 1,118 単位）

要介護５ （ 1,157 単位）

要介護１ （ 700 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 947 単位）

要介護４ （ 1,033 単位）

要介護５ （ 1,120 単位）

要介護１ （ 805 単位）

要介護２ （ 910 単位）

要介護３ （ 1,052 単位）

要介護４ （ 1,139 単位）

要介護５ （ 1,225 単位）

要介護１ （ 700 単位）

要介護２ （ 804 単位）

要介護３ （ 907 単位）

要介護４ （ 994 単位）

要介護５ （ 1,080 単位）

要介護１ （ 805 単位）

要介護２ （ 910 単位）

要介護３ （ 1,012 単位）

要介護４ （ 1,098 単位）

要介護５ （ 1,186 単位）

要介護１ （ 817 単位）

要介護２ （ 920 単位）

要介護３ （ 1,143 単位）

要介護４ （ 1,238 単位）

要介護５ （ 1,323 単位）

要介護１ （ 845 単位）

要介護２ （ 953 単位）

要介護３ （ 1,186 単位）

要介護４ （ 1,285 単位）

要介護５ （ 1,374 単位）

要介護１ （ 835 単位）

要介護２ （ 941 単位）

要介護３ （ 1,171 単位）

要介護４ （ 1,268 単位）

要介護５ （ 1,356 単位）

要介護１ （ 817 単位）

要介護２ （ 920 単位）

要介護３ （ 1,143 単位）

要介護４ （ 1,238 単位）

要介護５ （ 1,323 単位）

要介護１ （ 845 単位）

要介護２ （ 953 単位）

要介護３ （ 1,186 単位）

要介護４ （ 1,285 単位）

要介護５ （ 1,374 単位）

要介護１ （ 835 単位）

要介護２ （ 941 単位）

要介護３ （ 1,171 単位）

要介護４ （ 1,268 単位）

要介護５ （ 1,356 単位）

要介護１ （ 817 単位）

要介護２ （ 920 単位）

要介護３ （ 1,056 単位）

要介護４ （ 1,141 単位）

要介護５ （ 1,226 単位）

要介護１ （ 817 単位）

要介護２ （ 920 単位）

要介護３ （ 1,056 単位）

要介護４ （ 1,141 単位）

要介護５ （ 1,226 単位）

（ 654 単位）

（ 905 単位）

（ 1,257 単位）

　：　特定診療費、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（９）　介護職員処遇改善
　　加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

注
所定単位は、（１）から（８）までにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　（1月につき　＋（２）の９０／１００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　　　（1月につき　＋（２）の８０／１００）

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　特定診療費

（８）　サービス提供体制
　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
（１日につき　６単位を加算）

（六）ユニット型病院療養病床短期入所
　　療養介護費（Ⅵ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<ユニット型準個室>

（４）　ユニット型病院療養病床
　　経過型短期入所療養介護費
　　（１日につき）

（一)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

（５）　特定病院療養病床短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

×９０／１００ ×９０／１００

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（３）　ユニット型病院療養病床
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

（一）ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

×９７／１００

（二）ユニット型病院療養病床短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<ユニット型個室>

（三）ユニット型病院療養病床短期入所
　　療養介護費（Ⅲ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<ユニット型個室>

（四）ユニット型病院療養病床短期入所
　　療養介護費（Ⅳ）
　　<ユニット型準個室>

（五）ユニット型病院療養病床短期入所
　　療養介護費（Ⅴ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<ユニット型準個室>

（２）　病院療養病床経過型
　　短期入所療養介護費
　　（１日につき）

（一)　病院療養病床
　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅰ）

　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（二)　病院療養病床
　　経過型短期入所
　　療養介護費（Ⅱ）

　　看護<8:1>
　　介護<4:1>

a.病院療養病床経過型
　短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

（二)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）

　　看護<6:1>
　　介護<5:1>

a.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<療養機能強化型>
　<従来型個室>

c.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅲ）
　<多床室>

d.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅳ）
　<療養機能強化型>
　<多床室>

（三)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅲ）

　　看護<6:1>
　　介護<6:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

片道につき
＋１８４単位

b.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<従来型個室>

ｃ.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<従来型個室>

ｄ.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅳ）
　<多床室>

ｅ.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<多床室>

ｆ.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<多床室>

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

×７０／１００

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

－１２単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

＋２００単位
（７日間を限度）

＋９０単位
（７日間を

限度）

＋１２０単位

＋６０単位

基本部分

注

（１）　病院療養病床短期
　　入所療養介護費
　　（１日につき）

（一)　病院療養病床
　　短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
　
　　看護<6:1>
　　介護<4:1>

a.病院療養病床短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

－２５単位 ×７０／１００ －１２単位
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　ハ　診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注
利用者の数及び入
院患者の数の合計
数が入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユ
ニットケアにおける体
制が未整備である場
合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

認知症行動・心理
症状緊急対応加
算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症利
用者受入加算

利用者に対して送
迎を行う場合

要介護１ （ 673 単位）

要介護２ （ 722 単位）

要介護３ （ 770 単位）

要介護４ （ 818 単位）

要介護５ （ 867 単位）

要介護１ （ 700 単位）

要介護２ （ 752 単位）

要介護３ （ 802 単位）

要介護４ （ 852 単位）

要介護５ （ 903 単位）

要介護１ （ 691 単位）

要介護２ （ 741 単位）

要介護３ （ 791 単位）

要介護４ （ 840 単位）

要介護５ （ 890 単位）

要介護１ （ 777 単位）

要介護２ （ 825 単位）

要介護３ （ 875 単位）

要介護４ （ 922 単位）

要介護５ （ 971 単位）

要介護１ （ 809 単位）

要介護２ （ 860 単位）

要介護３ （ 911 単位）

要介護４ （ 961 単位）

要介護５ （ 1,012 単位）

要介護１ （ 798 単位）

要介護２ （ 848 単位）

要介護３ （ 898 単位）

要介護４ （ 947 単位）

要介護５ （ 998 単位）

要介護１ （ 596 単位）

要介護２ （ 640 単位）

要介護３ （ 683 単位）

要介護４ （ 728 単位）

要介護５ （ 771 単位）

要介護１ （ 702 単位）

要介護２ （ 745 単位）

要介護３ （ 789 単位）

要介護４ （ 832 単位）

要介護５ （ 876 単位）

要介護１ （ 798 単位）

要介護２ （ 847 単位）

要介護３ （ 895 単位）

要介護４ （ 943 単位）

要介護５ （ 992 単位）

要介護１ （ 825 単位）

要介護２ （ 877 単位）

要介護３ （ 927 単位）

要介護４ （ 977 単位）

要介護５ （ 1,028 単位）

要介護１ （ 816 単位）

要介護２ （ 866 単位）

要介護３ （ 916 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,015 単位）

要介護１ （ 798 単位）

要介護２ （ 847 単位）

要介護３ （ 895 単位）

要介護４ （ 943 単位）

要介護５ （ 992 単位）

要介護１ （ 825 単位）

要介護２ （ 877 単位）

要介護３ （ 927 単位）

要介護４ （ 977 単位）

要介護５ （ 1,028 単位）

要介護１ （ 816 単位）

要介護２ （ 866 単位）

要介護３ （ 916 単位）

要介護４ （ 965 単位）

要介護５ （ 1,015 単位）

（ 654 単位）

（ 905 単位）

（ 1,257 単位）

　：　特定診療費、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（２）の９０／１００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（２）の８０／１００）

（６）　サービス提供体制
　　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（７）　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

＋６０単位（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （1日につき　２３単位を加算）

（５）　特定診療費

＋９０単位
（７日間を

限度）

＋１２０単位

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

b.診療所短期入所療養介
護費（ⅱ）
　<多床室>

（２)　ユニット
　型診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）ユニット型診療所短期入所療養介護費
（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

×９７／１００

（二）ユニット型診療所短期入所療養介護費
（Ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型個室>

（三）ユニット型診療所短期入所療養介護費
（Ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型個室>

（四）ユニット型診療所短期入所療養介護費
（Ⅳ）
　<ユニット型準個室>

（五）ユニット型診療所短期入所療養介護費
（Ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型準個室>

（一）　３時間以上４時間未満

片道につき
　＋１８４単位

b.診療所短期入所療養介
護費（ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<従来型個室>

ｃ.診療所短期入所療養介
護費（ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<従来型個室>

ｄ.診療所短期入所療養介
護費（ⅳ）
　<多床室>

ｅ.診療所短期入所療養介
護費（ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<多床室>

ｆ.診療所短期入所療養介
護費（ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<多床室>

（六）ユニット型診療所短期入所療養介護費
（Ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型準個室>

（３）　特定診療所短期入所
　　　療養介護費

（二)　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

a.診療所短期入所療養介
護費（ⅰ）
　<従来型個室>

基本部分

（１）　診療所
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　診療所
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
  介護<6：1>

a.診療所短期入所療養介
護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０/１００

診療所設備基準
減算

－６０単位

＋２００単位
（７日間を限度）
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　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

利用者に対して
送迎を行う場合

要介護１ （ 1,017 単位）
要介護２ （ 1,081 単位）
要介護３ （ 1,145 単位）
要介護４ （ 1,209 単位）
要介護５ （ 1,273 単位）
要介護１ （ 1,122 単位）
要介護２ （ 1,187 単位）
要介護３ （ 1,250 単位）
要介護４ （ 1,315 単位）
要介護５ （ 1,378 単位）
要介護１ （ 962 単位）
要介護２ （ 1,029 単位）
要介護３ （ 1,097 単位）
要介護４ （ 1,164 単位）
要介護５ （ 1,230 単位）
要介護１ （ 1,068 単位）
要介護２ （ 1,135 単位）
要介護３ （ 1,201 単位）
要介護４ （ 1,270 単位）
要介護５ （ 1,336 単位）
要介護１ （ 934 単位）
要介護２ （ 1,000 単位）
要介護３ （ 1,065 単位）
要介護４ （ 1,130 単位）
要介護５ （ 1,195 単位）
要介護１ （ 1,040 単位）
要介護２ （ 1,105 単位）
要介護３ （ 1,171 単位）
要介護４ （ 1,236 単位）
要介護５ （ 1,300 単位）
要介護１ （ 919 単位）
要介護２ （ 983 単位）
要介護３ （ 1,047 単位）
要介護４ （ 1,111 単位）
要介護５ （ 1,175 単位）
要介護１ （ 1,024 単位）
要介護２ （ 1,089 単位）
要介護３ （ 1,152 単位）
要介護４ （ 1,217 単位）
要介護５ （ 1,280 単位）
要介護１ （ 860 単位）
要介護２ （ 924 単位）
要介護３ （ 988 単位）
要介護４ （ 1,052 単位）
要介護５ （ 1,116 単位）
要介護１ （ 966 単位）
要介護２ （ 1,029 単位）
要介護３ （ 1,094 単位）
要介護４ （ 1,158 単位）
要介護５ （ 1,221 単位）
要介護１ （ 767 単位）
要介護２ （ 830 単位）
要介護３ （ 895 単位）
要介護４ （ 959 単位）
要介護５ （ 1,023 単位）
要介護１ （ 873 単位）
要介護２ （ 936 単位）
要介護３ （ 1,000 単位）
要介護４ （ 1,065 単位）
要介護５ （ 1,128 単位）
要介護１ （ 1,143 単位）
要介護２ （ 1,207 単位）
要介護３ （ 1,271 単位）
要介護４ （ 1,335 単位）
要介護５ （ 1,399 単位）
要介護１ （ 1,143 単位）
要介護２ （ 1,207 単位）
要介護３ （ 1,271 単位）
要介護４ （ 1,335 単位）
要介護５ （ 1,399 単位）
要介護１ （ 1,088 単位）
要介護２ （ 1,155 単位）
要介護３ （ 1,223 単位）
要介護４ （ 1,290 単位）
要介護５ （ 1,356 単位）
要介護１ （ 1,088 単位）
要介護２ （ 1,155 単位）
要介護３ （ 1,223 単位）
要介護４ （ 1,290 単位）
要介護５ （ 1,356 単位）

（ 654 単位）

（ 905 単位）

（ 1,257 単位）

　：　特定診療費、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（二）の９０／１００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　（1月につき　＋（二）の８０／１００）

（７）　サービス提供
　　体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（８）　介護職員
　　処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

（４）　特定認知症
　疾患型短期入所
　療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（６）　特定診療費

×９７／１００

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

一
般
病
棟

（二)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

aユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

b.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

（２）　認知症
　疾患型経過
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅰ）
 　　<従来型個室>

（二） 認知症疾患型経過型短期入所療養
　　介護費（Ⅱ）
 　　<多床室>

（３）　ユニット型
　認知症疾患
　型短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

大
学
病
院

（一)　ユニット型
　認知症疾患型
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

a.ユニット型認知症疾患型
　短期入所療養介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

（四)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（五)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅴ）
　
　経過措置型

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

＋９０単位
（７日間を

限度）

片道につき
　＋１８４単位

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

一
般
病
棟

（二)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（三)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

緊急短期入所受
入加算

（１）　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

大
学
病
院

（一)　認知症
　疾患型短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００

×７０／１００ ×９０／１００

－１２単位

×９０／１００

基本部分

注
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３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入院患者の数が
入院患者の定員を
超える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員
の員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に定
められた看護職員
の員数に20/100
を乗じて得た数未
満の場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の規
定が適用されて
いる場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関する
基準の区分による
加算

若年性認知症患
者受入加算

要介護１ （ 641 単位）
要介護２ （ 744 単位）
要介護３ （ 967 単位）
要介護４ （ 1,062 単位）
要介護５ （ 1,147 単位）
要介護１ （ 669 単位）
要介護２ （ 777 単位）
要介護３ （ 1,010 単位）
要介護４ （ 1,109 単位）
要介護５ （ 1,198 単位）

要介護１ （ 659 単位）

要介護２ （ 765 単位）

要介護３ （ 995 単位）

要介護４ （ 1,092 単位）

要介護５ （ 1,180 単位）

要介護１ （ 745 単位）

要介護２ （ 848 単位）

要介護３ （ 1,071 単位）

要介護４ （ 1,166 単位）

要介護５ （ 1,251 単位）

要介護１ （ 778 単位）

要介護２ （ 886 単位）

要介護３ （ 1,119 単位）

要介護４ （ 1,218 単位）

要介護５ （ 1,307 単位）

要介護１ （ 766 単位）

要介護２ （ 873 単位）

要介護３ （ 1,102 単位）

要介護４ （ 1,199 単位）

要介護５ （ 1,287 単位）

要介護１ （ 586 単位）

要介護２ （ 689 単位）

要介護３ （ 841 単位）

要介護４ （ 987 単位）

要介護５ （ 1,027 単位）

要介護１ （ 601 単位）

要介護２ （ 707 単位）

要介護３ （ 862 単位）

要介護４ （ 1,012 単位）

要介護５ （ 1,053 単位）

要介護１ （ 691 単位）

要介護２ （ 794 単位）

要介護３ （ 945 単位）

要介護４ （ 1,092 単位）

要介護５ （ 1,131 単位）

要介護１ （ 709 単位）

要介護２ （ 814 単位）

要介護３ （ 969 単位）

要介護４ （ 1,119 単位）

要介護５ （ 1,159 単位）

要介護１ （ 564 単位）

要介護２ （ 670 単位）

要介護３ （ 813 単位）

要介護４ （ 962 単位）

要介護５ （ 1,001 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 775 単位）

要介護３ （ 919 単位）

要介護４ （ 1,068 単位）

要介護５ （ 1,107 単位）

要介護１ （ 650 単位）

要介護２ （ 754 単位）

要介護３ （ 897 単位）

要介護４ （ 983 単位）

要介護５ （ 1,070 単位）

要介護１ （ 755 単位）

要介護２ （ 860 単位）

要介護３ （ 1,002 単位）

要介護４ （ 1,089 単位）

要介護５ （ 1,175 単位）

要介護１ （ 650 単位）

要介護２ （ 754 単位）

要介護３ （ 857 単位）

要介護４ （ 944 単位）

要介護５ （ 1,030 単位）

要介護１ （ 755 単位）

要介護２ （ 860 単位）

要介護３ （ 962 単位）

要介護４ （ 1,048 単位）

要介護５ （ 1,136 単位）

要介護１ （ 767 単位）

要介護２ （ 870 単位）

要介護３ （ 1,093 単位）

要介護４ （ 1,188 単位）

要介護５ （ 1,273 単位）

要介護１ （ 795 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,136 単位）

要介護４ （ 1,235 単位）

要介護５ （ 1,324 単位）

要介護１ （ 785 単位）

要介護２ （ 891 単位）

要介護３ （ 1,121 単位）

要介護４ （ 1,218 単位）

要介護５ （ 1,306 単位）

要介護１ （ 767 単位）

要介護２ （ 870 単位）

要介護３ （ 1,093 単位）

要介護４ （ 1,188 単位）

要介護５ （ 1,273 単位）

要介護１ （ 795 単位）

要介護２ （ 903 単位）

要介護３ （ 1,136 単位）

要介護４ （ 1,235 単位）

要介護５ （ 1,324 単位）

要介護１ （ 785 単位）

要介護２ （ 891 単位）

要介護３ （ 1,121 単位）

要介護４ （ 1,218 単位）

要介護５ （ 1,306 単位）

要介護１ （ 767 単位）

要介護２ （ 870 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,091 単位）

要介護５ （ 1,176 単位）

要介護１ （ 767 単位）

要介護２ （ 870 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,091 単位）

要介護５ （ 1,176 単位）

基本部分

注

（１）　療養型
　介護療養
　施設サービ
　ス費
（１日につき）

（一）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）
　
　看護<6:1>
　介護<4:1>

a.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

－２５単位 ×７０／１００ ×７０／１００ ＋１２０単位

b.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<従来型個室>

ｃ.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<従来型個室>

ｄ.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅳ）
　<多床室>

ｅ.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<多床室>

ｆ.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<多床室>

a.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

×９７／１００

（一）　ユニット型療養型経過型介護療養
　　　施設サービス費（Ⅰ）
　　　<ユニット型個室>

（二）　ユニット型療養型経過型介護療養
　  　施設サービス費（Ⅱ）
　 　 <ユニット型準個室>

－１２単位

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位 －１２単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

（一）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<6:1>
　介護<4:1>

a.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（二）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<8:1>
　介護<4:1>

（三）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型個室>

（二）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<6:1>
　介護<5:1>

a.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

ｂ.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<療養機能強化型>
　<従来型個室>

ｃ.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅲ）
　<多床室>

ｄ.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅳ）
<療養機能強化型>
　<多床室>

b.療養型経過型介護療養
　施設サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（三）　療養型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅲ）

　看護<6:1>
　介護<6:1>

a.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

b.療養型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（２）　療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費
（１日につき）

（二）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型個室>

×９０／１００

（四）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅳ）
　<ユニット型準個室>

（五）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型準個室>

（六）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型準個室>

×７０／１００ ×９０／１００

注　身体拘束廃止未実施減算　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

注　試行的退院サービス費 入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）

（３）　ユニット
　型療養型介
　護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

（一）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

（４）　ユニット
　型療養型
　経過型介護
　療養施設
　サービス費
（１日につき）

注　他科受診時費用 入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（５）　初期加算　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）
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※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（６）　退院時
　指導等加算

（一）　退院時等
指導加算

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

c　退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

d　退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

e　退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（二）　老人訪問看護指示加算
　　（入院患者１人につき１回を限度として　　　３００単位算定）

（７）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（８）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（９）　経口維持加算
　　　（１月につき）

（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　（４００単位）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　（１００単位）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

（１０）　口腔衛生管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１１）　口腔衛生管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　１１０単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

（１２）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１８単位を加算）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

（1３）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（１４）　特定診療費

（１５）　認知症専門ケア加算

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（１８）　介護職員処遇改善加算

（１６）　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

注
所定単位は、（１）から（１７）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（二）の９０／１００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　（1月につき　＋（二）の８０／１００）

（１７）　サービス提供体制
　　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
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 ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

若年性認知症患者受入
加算

要介護１ （ 623 単位）

要介護２ （ 672 単位）

要介護３ （ 720 単位）

要介護４ （ 768 単位）

要介護５ （ 817 単位）

要介護１ （ 650 単位）

要介護２ （ 702 単位）

要介護３ （ 752 単位）

要介護４ （ 802 単位）

要介護５ （ 853 単位）

要介護１ （ 641 単位）

要介護２ （ 691 単位）

要介護３ （ 741 単位）

要介護４ （ 790 単位）

要介護５ （ 840 単位）

要介護１ （ 727 単位）

要介護２ （ 775 単位）

要介護３ （ 825 単位）

要介護４ （ 872 単位）

要介護５ （ 921 単位）

要介護１ （ 759 単位）

要介護２ （ 810 単位）

要介護３ （ 861 単位）

要介護４ （ 911 単位）

要介護５ （ 962 単位）

要介護１ （ 748 単位）

要介護２ （ 798 単位）

要介護３ （ 848 単位）

要介護４ （ 897 単位）

要介護５ （ 948 単位）

要介護１ （ 546 単位）

要介護２ （ 590 単位）

要介護３ （ 633 単位）

要介護４ （ 678 単位）

要介護５ （ 721 単位）

要介護１ （ 652 単位）

要介護２ （ 695 単位）

要介護３ （ 739 単位）

要介護４ （ 782 単位）

要介護５ （ 826 単位）

要介護１ （ 748 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 845 単位）

要介護４ （ 893 単位）

要介護５ （ 942 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 827 単位）

要介護３ （ 877 単位）

要介護４ （ 927 単位）

要介護５ （ 978 単位）

要介護１ （ 766 単位）

要介護２ （ 816 単位）

要介護３ （ 866 単位）

要介護４ （ 915 単位）

要介護５ （ 965 単位）

要介護１ （ 748 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 845 単位）

要介護４ （ 893 単位）

要介護５ （ 942 単位）

要介護１ （ 775 単位）

要介護２ （ 827 単位）

要介護３ （ 877 単位）

要介護４ （ 927 単位）

要介護５ （ 978 単位）

要介護１ （ 766 単位）

要介護２ （ 816 単位）

要介護３ （ 866 単位）

要介護４ （ 915 単位）

要介護５ （ 965 単位）

基本部分

（１）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費
　（1日につき）

（一）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<6：1>
　介護<6：1>

a.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００
診療所療養病床
設備基準減算

－６０単位

（二）　診療所型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護・介護<3：１>

（２）　ユニット型
　診療所型介護

　療養施設
　サービス費

　（１日につき）

（二）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型個室>

（三）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型個室>

ｂ.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（一）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

×９７／１００

（四）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅳ）
　<ユニット型準個室>

（五）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型準個室>

（六）ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型準個室>

注　身体拘束廃止未実施加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用
入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき、３
６２単位を算定

＋１２０単位

b.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<従来型個室>

ｃ.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<従来型個室>

ｄ.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅳ）
　<多床室>

ｅ.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<多床室>

ｆ.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<多床室>

a.診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

注　他科受診時費用
入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限
度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（３）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）
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注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（４）　退院時
　　　指導等加算

（一）　退院時等
　　　指導加算

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

c　退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

d　退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

e　退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　　　　　　　　　　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（５）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（６）　経口移行加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（７）　経口維持加算（１月につき）
（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　（４００単位）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　（１００単位）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

（８）　口腔衛生管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び
指導を月１回以上行っている場合

（９）　口腔衛生管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　１１０単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

（１０）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１８単位を加算）

（１１）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（１２）　特定診療費

（１３）　認知症専門ケア加算

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１４）　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

（１５）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１６）介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

注
所定単位は、（１）から（１５）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（二）の９０／１００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　（1月につき　＋（二）の８０／１００）
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　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

注

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に定めら
れた看護職員の員数
に20/100を乗じて得
た数未満の場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の
員数に60/100を
乗じて得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以
外で、医師の数が
基準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じて得
た数未満である場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

要介護１ （ 967 単位）
要介護２ （ 1,031 単位）
要介護３ （ 1,095 単位）
要介護４ （ 1,159 単位）
要介護５ （ 1,223 単位）
要介護１ （ 1,072 単位）
要介護２ （ 1,137 単位）
要介護３ （ 1,200 単位）
要介護４ （ 1,265 単位）
要介護５ （ 1,328 単位）
要介護１ （ 912 単位）
要介護２ （ 979 単位）
要介護３ （ 1,047 単位）
要介護４ （ 1,114 単位）
要介護５ （ 1,180 単位）
要介護１ （ 1,018 単位）
要介護２ （ 1,085 単位）
要介護３ （ 1,151 単位）
要介護４ （ 1,220 単位）
要介護５ （ 1,286 単位）
要介護１ （ 884 単位）
要介護２ （ 950 単位）
要介護３ （ 1,015 単位）
要介護４ （ 1,080 単位）
要介護５ （ 1,145 単位）
要介護１ （ 990 単位）
要介護２ （ 1,055 単位）
要介護３ （ 1,121 単位）
要介護４ （ 1,186 単位）
要介護５ （ 1,250 単位）
要介護１ （ 869 単位）
要介護２ （ 933 単位）
要介護３ （ 997 単位）
要介護４ （ 1,061 単位）
要介護５ （ 1,125 単位）
要介護１ （ 974 単位）
要介護２ （ 1,039 単位）
要介護３ （ 1,102 単位）
要介護４ （ 1,167 単位）
要介護５ （ 1,230 単位）
要介護１ （ 810 単位）
要介護２ （ 874 単位）
要介護３ （ 938 単位）
要介護４ （ 1,002 単位）
要介護５ （ 1,066 単位）
要介護１ （ 916 単位）
要介護２ （ 979 単位）
要介護３ （ 1,044 単位）
要介護４ （ 1,108 単位）
要介護５ （ 1,171 単位）
要介護１ （ 717 単位）
要介護２ （ 780 単位）
要介護３ （ 845 単位）
要介護４ （ 909 単位）
要介護５ （ 973 単位）
要介護１ （ 823 単位）
要介護２ （ 886 単位）
要介護３ （ 950 単位）
要介護４ （ 1,015 単位）
要介護５ （ 1,078 単位）
要介護１ （ 1,093 単位）
要介護２ （ 1,157 単位）
要介護３ （ 1,221 単位）
要介護４ （ 1,285 単位）
要介護５ （ 1,349 単位）
要介護１ （ 1,093 単位）
要介護２ （ 1,157 単位）
要介護３ （ 1,221 単位）
要介護４ （ 1,285 単位）
要介護５ （ 1,349 単位）
要介護１ （ 1,038 単位）
要介護２ （ 1,105 単位）
要介護３ （ 1,173 単位）
要介護４ （ 1,240 単位）
要介護５ （ 1,306 単位）
要介護１ （ 1,038 単位）
要介護２ （ 1,105 単位）
要介護３ （ 1,173 単位）
要介護４ （ 1,240 単位）
要介護５ （ 1,306 単位）

基本部分

注

（1）　認知症
　疾患型介護
　療養施設
　サービス費
　（１日につき）

大
学
病
院
等

（一）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００

×７０／１００ ×９０／１００

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

一
般
病
院

（二）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（三）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（四）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

×９０／１００

（一）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅰ）

a.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅰ）
 <ユニット型個室>

×７０／１００

×９０／１００

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

b.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅱ）
 <ユニット型準個室>

（一）　認知症疾患型経過型介護療養施設
　　サービス費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

（二）　認知症疾患型経過型介護療養施設
　　サービス費（Ⅱ）
　　<多床室>

（３）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

大
学
病
院
等

×９７／１００

b.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅱ）
 <ユニット型準個室>

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護療養施設
　サービス費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型
 介護療養施設サービス費（ⅰ）
 <ユニット型個室>

－１２単位

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００ ×９０／１００

b.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅱ）
　<多床室>

（五）　認知症疾患
　型介護療養施設
　サービス費（Ⅴ）

　経過措置型

a.認知症疾患型介護療養施設
　サービス費（ⅰ）
　<従来型個室>

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（２）　認知症
　疾患型経過型
　介護療養施設
　サービス費
　（１日につき）

注　他科受診時費用 入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（４）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）
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d　退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

（７）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（一）　退院時等
指導加算

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

c　退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

（８）　経口維持加算（１月につき）
（一）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　（４００単位）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（二）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（１００単位）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

（５）　退院時
　　　指導等加算

e　退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（６）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（９）　口腔衛生管理体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（１０）　口腔衛生管理加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　１１０単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない

（１１）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１８単位を加算）

（1２）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（1３）  特定診療費

（１４）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１５）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

注
所定単位は、（１）から（１４）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　（1月につき　＋（二）の９０／１００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　（1月につき　＋（二）の８０／１００）
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：平成２７年４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問介護費

　２　介護予防訪問入浴介護費

　３　介護予防訪問看護費

　４　介護予防訪問リハビリテーション費

　５　介護予防居宅療養管理指導費

　６　介護予防通所介護費

　７　介護予防通所リハビリテーション費

　８　介護予防短期入所生活介護費

　９　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

　１１　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造　（案）

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス
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　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

看護師が基準
に定められた看
護職員の員数
に20/100を乗
じて得た数未
満の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医師
の数が基準に
定められた医
師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４９
条の規定が適
用されている場
合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による加
算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場
合

要支援１ （ 523 単位）

要支援２ （ 657 単位）

要支援１ （ 551 単位）

要支援２ （ 685 単位）

要支援１ （ 541 単位）

要支援２ （ 675 単位）

要支援１ （ 579 単位）

要支援２ （ 734 単位）

要支援１ （ 612 単位）

要支援２ （ 767 単位）

要支援１ （ 600 単位）

要支援２ （ 755 単位）

要支援１ （ 492 単位）

要支援２ （ 617 単位）

要支援１ （ 507 単位）

要支援２ （ 632 単位）

要支援１ （ 550 単位）

要支援２ （ 696 単位）

要支援１ （ 568 単位）

要支援２ （ 714 単位）

要支援１ （ 476 単位）

要支援２ （ 594 単位）

要支援１ （ 534 単位）

要支援２ （ 674 単位）

要支援１ （ 532 単位）

要支援２ （ 666 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 744 単位）

要支援１ （ 532 単位）

要支援２ （ 666 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 744 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

要支援１ （ 633 単位）

要支援２ （ 790 単位）

要支援１ （ 623 単位）

要支援２ （ 780 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

要支援１ （ 633 単位）

要支援２ （ 790 単位）

要支援１ （ 623 単位）

要支援２ （ 780 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

　：　特定診療費、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

基本部分

注

（１）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一）　病院療養
  病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6:1>
　介護<4:1>

a.病院療養病床介護予防短期入所療養介
護費（ⅰ）
　<従来型個室>

－２５単位 ×７０／１００ －１２単位

病院療養病
床療養環境

減算
　－２５単位

片道につき
＋１８４単位

b.病院療養病床介護予防短期入所療養介
護費（ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<従来型個室>

ｃ.病院療養病床介護予防短期入所療養介
護費（ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<従来型個室>

ｄ.病院療養病床介護予防短期入所療養介
護費（ⅳ）
　<多床室>

ｅ.病院療養病床介護予防短期入所療養介
護費（ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<多床室>

ｆ.病院療養病床介護予防短期入所療養介
護費（ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<多床室>

a.病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

×９７／１００

（一）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型準個室>

－１２単位

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋２３単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋７単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

１日につき
＋１２０単位

（一）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

 看護<6:1>
 介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床経過型介護予防
　短期入所療養介護費（ⅱ）

<多床室>

（二）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<8:1>
　介護<4:1>

（二）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<6:1>
　介護<5:1>

（三）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型個室>

（三）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護<6:1>
　介護<6:1>

×７０／１００

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）

<従来型個室>

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
<療養機能強化型>

　<従来型個室>

c.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅲ）
　<多床室>

d.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅳ）
　<療養機能強化型>
　<多床室>

b.病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（四）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）
　<ユニット型準個室>

（五）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型準個室>

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<多床室>

（２）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（二）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型個室>

×９０／１００

（六）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）

<従来型個室>

×９０／１００

（６）　特定診療費

（７）　サービス提供体制
　　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）　ユニット型
　病院療養病床
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（４）　ユニット型
　病院療養病床
　経過型介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（８）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋（二）の９０／１００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　（1月につき　＋（二）の８０／１００）

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

   72



ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ 507 単位）

要支援２ （ 637 単位）

要支援１ （ 534 単位）

要支援２ （ 664 単位）

要支援１ （ 525 単位）

要支援２ （ 655 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 715 単位）

要支援１ （ 596 単位）

要支援２ （ 747 単位）

要支援１ （ 585 単位）

要支援２ （ 736 単位）

要支援１ （ 451 単位）

要支援２ （ 563 単位）

要支援１ （ 514 単位）

要支援２ （ 649 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 742 単位）

要支援１ （ 616 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 607 単位）

要支援２ （ 760 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 742 単位）

要支援１ （ 616 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 607 単位）

要支援２ （ 760 単位）

　：　特定診療費、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

（１）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
　介護<6：1>

a.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０/１００
診療所設備基

準減算
－６０単位

１日につき
＋２００単位

（７日間を限度）

（二）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

（２）　ユニット型
　診療所介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

１日につき
＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

b.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<従来型個室>
ｃ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<従来型個室>

ｄ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅳ）
　<多床室>

ｅ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<多床室>
ｆ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<多床室>

a.診療所介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）

　<従来型個室>

ｂ.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（一）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

×９７／１００

（二）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型個室>

（三）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型個室>

（四）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅳ）
　<ユニット型準個室>

（五）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型準個室>

（六）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型準個室>

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（４）　特定診療費

（５）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（６）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

注
所定単位は、（１）から（５）までにより算定した単位数の
合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（二）の９０／１００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　（1月につき　＋（二）の８０／１００）
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ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じ
て得た数未満の
場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要支援１ （ 813 単位）

要支援２ （ 974 単位）

要支援１ （ 919 単位）

要支援２ （ 1,074 単位）

要支援１ （ 750 単位）

要支援２ （ 919 単位）

要支援１ （ 808 単位）

要支援２ （ 998 単位）

要支援１ （ 728 単位）

要支援２ （ 892 単位）

要支援１ （ 786 単位）

要支援２ （ 971 単位）

要支援１ （ 716 単位）

要支援２ （ 876 単位）

要支援１ （ 773 単位）

要支援２ （ 955 単位）

要支援１ （ 656 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 763 単位）

要支援２ （ 918 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 725 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 804 単位）

要支援１ （ 939 単位）

要支援２ （ 1,095 単位）

要支援１ （ 939 単位）

要支援２ （ 1,095 単位）

要支援１ （ 832 単位）

要支援２ （ 1,024 単位）

要支援１ （ 832 単位）

要支援２ （ 1,024 単位）

　：　特定診療費、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

注

（１）　認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
（１日につき）

大
学
病
院

（一）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<3：1>
　介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００

×７０／１００ ×９０／１００

片道につき
　＋１８４単位

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

一
般
病
院

（二）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護<4：1>
　介護<4：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（三）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護<4：1>
　介護<5：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（四）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅳ）

　看護<4：1>
　介護<6：1>

×９０／１００ ×９０／１００

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（五）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅴ）

　経過措置型

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（２）　認知症
　疾患型経過
　型介護予防
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型
　   介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
  　<従来型個室>

（二）　認知症疾患型経過型
　   介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　   <多床室>

（３）　ユニット
　型認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

大
学
病
院

（一）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

a.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

×９７／１００

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　<ユニット型個室>

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費　（ⅱ）
　<ユニット型準個室>

－１２単位

×９０／１００

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０／１００

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の
合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋（二）の９０／１００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　（1月につき　＋（二）の８０／１００）
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夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

１　なし　２　あり

１　療養機能
　　強化型以外
２　療養機能
　　強化型Ａ
３　療養機能
　　強化型Ｂ

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　基準型　２　減算型

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　対応不可　２　対応可

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

短期入所療養介護

１　基準型　２　減算型

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

23

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

６　ユニット型病院療養型

１　病院療養型

２　Ⅰ型（療養機能
　　強化型以外）
５　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ａ）
６　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ｂ）
３　Ⅱ型（療養機能
　　強化型以外）
７　Ⅱ型（療養機能
　　強化型）
４　Ⅲ型

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用
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夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

設備基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

ユニットケア体制

設備基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

１　療養機能
　　強化型以外
２　療養機能
　　強化型Ａ
３　療養機能
　　強化型Ｂ

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　対応不可　２　対応可

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

２　Ⅰ型
３　Ⅱ型

１　Ⅰ型（療養機能
　　強化型以外）
３　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ａ）
４　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ｂ）
２　Ⅱ型

２　診療所型

１　なし　２　あり

Ａ　病院経過型
Ｃ　ユニット型病院経過型

１　基準型　２　減算型

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　なし　２　あり

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

７　ユニット型診療所型

短期入所療養介護

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

１　対応不可　２　対応可

１　基準型　２　減算型

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用

１　基準型　２　減算型

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

23
１　対応不可　２　対応可

１　対応不可　２　対応可

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　なし　２　あり
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職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

送迎体制

療養食加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制

夜間看護体制

医療機関連携加算

障害者等支援加算

看取り介護加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

夜間看護体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

特定事業所集中減算

特定事業所加算

１　有料老人ホーム（介護専用型）
２　軽費老人ホーム（介護専用型）
５　有料老人ホーム（混合型）
６　軽費老人ホーム（混合型）

５　Ⅰ型
６　Ⅱ型
７　Ⅲ型
８　Ⅳ型
９　Ⅴ型

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　対応不可　２　対応可

１　一般型
２　外部サービ
　　ス利用型

１　有料老人ホーム（介護専用型）
２　軽費老人ホーム（介護専用型）
３　養護老人ホーム（介護専用型）
５　有料老人ホーム（混合型）
６　軽費老人ホーム（混合型）
７　養護老人ホーム（混合型）

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

３　認知症疾患型
８　ユニット型認知症疾患型
Ｂ　認知症経過型

特定施設入居者生活介護
(短期利用型)

43

特定施設入居者生活介護

居宅介護支援

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　なし　２　加算Ⅰ　３加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

33

17

23 短期入所療養介護

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　非該当　２　該当

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ　４　加算Ⅱ　５　加算Ⅲ

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ　４　加算Ⅱ　５　加算Ⅲ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

福祉用具貸与

１　精神科作業療法　２　その他

１　なし　２　あり

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

27
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夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症患者受入加算

身体拘束廃止取組の有無

栄養マネジメント体制

経口移行加算

経口維持加算

口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理加算

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

１　重症皮膚潰瘍管理指導　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

53

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　※加算Ⅰと加算Ⅱは併算の場合もあり

介護療養施設サービス

２　Ⅰ型（療養機能
　　強化型以外）
５　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ａ）
６　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ｂ）
３　Ⅱ型（療養機能
　　強化型以外）
７　Ⅱ型（療養機能
　　強化型）
４　Ⅲ型

１　病院療養型

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　介護支援専門員

１　基準型　２　減算型

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり
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夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症患者受入加算

身体拘束廃止取組の有無

栄養マネジメント体制

経口移行加算

経口維持加算

口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理加算

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　※加算Ⅰと加算Ⅱは併算の場合もあり

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　基準型　２　減算型

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用

１　なし　２　あり

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　介護支援専門員

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　２　あり

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

53 介護療養施設サービス ６　ユニット型病院療養型

１　療養機能
　　強化型以外
２　療養機能
　　強化型Ａ
３　療養機能
　　強化型Ｂ

１　重症皮膚潰瘍管理指導　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法
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夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症患者受入加算

身体拘束廃止取組の有無

栄養マネジメント体制

経口移行加算

経口維持加算

口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理加算

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

設備基準

若年性認知症患者受入加算

身体拘束廃止取組の有無

栄養マネジメント体制

経口移行加算

経口維持加算

口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理加算

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　※加算Ⅰと加算Ⅱは併算の場合もあり

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

２　Ⅰ型
３　Ⅱ型

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　基準型　２　減算型

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

２　診療所型

１　Ⅰ型（療養機能
　　強化型以外）
３　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ａ）
４　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ｂ）
２　Ⅱ型

Ａ　病院経過型
Ｃ　ユニット型病院経過型

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　※加算Ⅰと加算Ⅱは併算の場合もあり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　介護支援専門員

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍管理指導　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　基準型　２　減算型

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　重症皮膚潰瘍管理指導　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

介護療養施設サービス53
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ユニットケア体制

設備基準

若年性認知症患者受入加算

身体拘束廃止取組の有無

栄養マネジメント体制

経口移行加算

経口維持加算

口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理加算

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

身体拘束廃止取組の有無

栄養マネジメント体制

経口移行加算

経口維持加算

口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理加算

療養食加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

１　対応不可　２　対応可

１　基準型　２　減算型

１　なし　２　あり

７　ユニット型診療所型

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍管理指導　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

３　認知症疾患型
８　ユニット型認知症疾患型
Ｂ　認知症経過型

５　Ⅰ型
６　Ⅱ型
７　Ⅲ型
８　Ⅳ型
９　Ⅴ型

１　なし　２　あり

１　精神科作業療法　２　その他　　

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　※加算Ⅰと加算Ⅱは併算の場合もあり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　介護支援専門員

１　対応不可　２　対応可

１　療養機能
　　強化型以外
２　療養機能
　　強化型Ａ
３　療養機能
　　強化型Ｂ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　※加算Ⅰと加算Ⅱは併算の場合もあり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

53 介護療養施設サービス

１　なし　２　あり
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夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

夜勤職員配置加算

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

夜勤職員配置加算

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

特別療養費加算項目

療養体制維持特別加算

療養食加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

25 介護予防短期入所療養介護

１　介護老人保健施設（Ⅰ）
２　ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）

１　なし　２　あり

１　基準型　６　減算型

１　対応不可　２　対応可

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

５　介護老人保健施設（Ⅱ）
６　ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
７　介護老人保健施設（Ⅲ）
８　ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ）

１　なし　２　あり

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

26 介護予防短期入所療養介護

１　療養型
２　療養強化型

１　従来型
２　在宅強化型

１　病院療養型

２　Ⅰ型（療養機能
　　強化型以外）
５　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ａ）
６　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ｂ）
３　Ⅱ型（療養機能
　　強化型以外）
７　Ⅱ型（療養機能
　　強化型）
４　Ⅲ型

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　基準型　６　減算型

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　重症皮膚潰瘍管理指導　２　薬剤管理指導

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　言語聴覚療法　２　精神科作業療法　３　その他

１　なし　２　あり

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

１　基準型　２　減算型

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用
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夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

夜間勤務条件基準

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

療養環境基準

医師の配置基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

設備基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

26 介護予防短期入所療養介護

２　Ⅰ型
３　Ⅱ型

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

１　対応不可　２　対応可

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　基準型　２　減算型

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法
５　精神科作業療法　６　その他

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

６　ユニット型病院療養型

２　診療所型

１　療養機能
　　強化型以外
２　療養機能
　　強化型Ａ
３　療養機能
　　強化型Ｂ

２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法　５　精神科作業療法
６　その他

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

Ａ　病院経過型
Ｃ　ユニット型病院経過型

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　基準型　２　減算型

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　Ⅰ型（療養機能
　　強化型以外）
３　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ａ）
４　Ⅰ型（療養機能
　　強化型Ｂ）
２　Ⅱ型

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

１　対応不可　２　対応可

１　基準型　２　減算型

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

１　基準　２　医療法施行規則第49条適用

１　基準型　２　加算型Ⅰ　３　加算型Ⅱ　　５　加算型Ⅳ　６　減算型
７　加算型Ⅲ

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり
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ユニットケア体制

設備基準

若年性認知症利用者受入加算

送迎体制

療養食加算

特定診療費項目

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

送迎体制

療養食加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

個別機能訓練体制

医療機関連携加算

障害者等支援加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

26 介護予防短期入所療養介護

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ　４　加算Ⅱ　５　加算Ⅲ

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員

１　対応不可　２　対応可

35
介護予防特定施設入居者
生活介護

１　有料老人ホーム
２　軽費老人ホーム
３　養護老人ホーム

３　認知症疾患型
８　ユニット型認知症疾患型
Ｂ　認知症経過型

５　Ⅰ型
６　Ⅱ型
７　Ⅲ型
８　Ⅳ型
９　Ⅴ型

７　ユニット型診療所型

67 介護予防福祉用具貸与

１　一般型
２　外部サービ
　　ス利用型

１　重症皮膚潰瘍管理指導 　２　薬剤管理指導
３　集団コミュニケーション療法

１　対応不可　２　対応可

１　基準型　２　減算型

１　療養機能
　　強化型以外
２　療養機能
　　強化型Ａ
３　療養機能
　　強化型Ｂ ２　理学療法Ⅰ　３　作業療法　４　言語聴覚療法

５　精神科作業療法　６　その他

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　非該当　２　該当

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　精神科作業療法　２　その他

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ

１　なし　５　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ　３　加算Ⅲ　４　加算Ⅳ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり
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